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◆トップ◆ ◆会長挨拶◆ ◆紹　介◆ ◆トピックス◆ ◆リンク◆

【基本方針】
全国自治会連合会は、豊かで明るく、住みよ
い地域社会づくりを推進しています。

→ 平成24年度事業計画はこちら

●●● 問い合わせ ●●●
〒700-8544　岡山県岡山市北区大供一丁目1番1号

岡山市役所　安全・安心ネットワーク推進室内
全国自治会連合会事務局

電話　０８６－８０３－１０６３ FAX　０８６－８０３－１８７２

Eメール　anzenanshin@city.okayama.jp
H25.11.30まで

〒870-8501　大分県大分市大手町三丁目1番1号
大分県総務部市町村振興課内

（大分県自治会連合会事務局　大分事務所）
全国自治会連合会事務局

電話　０９７－５０６－２４０８ FAX　０９７－５０６－１７２０

H25.12.1以降

http://townweb.e-okayamacity.jp/zenjiren/

1/1 ページ全国自治会連合会 トップページ
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全自連紹介

◆トップ◆ ◆会長挨拶◆ ◆紹　介◆ ◆トピックス◆ ◆リンク◆

　全国自治会連合会は、昭和４７年３月に全国自治組織連合会として発足し、一時期停
滞したが、昭和６０年に全国自治会連合会として再発足し、毎年全国大会を開催するなど
積極的な活動を行っている。
　現在、全国自治会連合会には、３３の都道府県の住民自治連合組織が加盟している。

　活動としては、年２～３回の常任理事会、理事会、全国大会の開催、総務大臣との懇談
会、会員相互の情報交換、親睦交流、町内会・自治会等の地位向上のための国への要
望等を行っており、住民自治組織の発展向上と豊かな地域社会づくりに寄与している。
　具体的な活動の成果としては、
○ 全国の自治会等からの要請を受け、陳情等を重ね、平成３年４月地方自治法の改正

による地縁団体の法人化の実現
○ 総務大臣表彰及び藍綬褒章の推せん団体の適用を受けるなど地縁団体功労者に対

する栄典制度の充実
などが挙げられる。

全国自治会連合会役員（抜粋）

全自連役職名 連　合　組　織　名 連合組織役職名 氏　　　名

会　 長 大分県自治会連合会 会　 長 山　中　琢　磨

副会長 福島県自治会連合会 会　 長 鈴　木　光　二

副会長 東京都町会連合会 副会長 髙根澤　吉　正

副会長 静岡県自治会連合会 会　 長 髙　 木　　　孝

副会長 東大阪市自治協議会 会　 長 松　 浦　　　隆

副会長 鳥取県自治会連合会 会　 長 池　原　範　雄

副会長 宮崎県自治会連合会 会　 長 川　 越　　　定

1/2 ページ全国自治会連合会の紹介

2015/10/27http://townweb.e-okayamacity.jp/rengou/zenjiren/shoukai.html



このWHOISサービスはJPRSが 提供するドメイン名登録情報検索サービスです。

ご利用にあたっては、以下の規定をご覧ください。
→ JPドメイン名登録情報等の公開・開示に関する規則
→ gTLD等ドメイン名登録情報等の公開・開示に関する規則

詳しい使い方は「 JPRS WHOIS ご利用ガイド」をご覧ください。
WHOISについての一般的な説明は「 Whoisとは︖」をご覧ください。

検索タイプ 検索キーワード
ドメイン名情報  E-OKAYAMACITY.JP 検索

Domain Information: [ドメイン情報] 
[Domain Name]                   E-OKAYAMACITY.JP

[登録者名] 岡山市 
[Registrant] Okayama City 

[Name Server] ns01.harenet.ne.jp 
[Name Server] ns02.harenet.ne.jp 
[Signing Key]

[登録年月日] 2005/12/26 
[有効期限] 2015/12/31 
[状態] Active 
[最終更新] 2015/01/01 01:05:11 (JST) 

Contact Information: [公開連絡窓口] 
[名前] 岡山市 
[Name] Okayama City 
[Email] jouhou@city.okayama.jp 
[Web Page]
[郵便番号] 700-8544
[住所] 岡山県岡山市北区大供1-1-1
[Postal Address] 1-1-1 Daiku Kita-ku, Okayama-city, Okayama-pref

700-8544, Japan
[電話番号] 086-803-1000
[FAX番号]   086-225-5487

株式会社日本レジストリサービス Copyright© Japan Registry Services Co., Ltd. 

プライバシーポリシー｜ 著作権｜ お問い合わせ︓info@jprs.jp

1/1 ページJPRS WHOIS /JPRS

2015/10/27http://whois.jprs.jp/
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サイトマップ｜延岡市公式ホームページについて｜文字を大きくしてみるには

記事の検索： 検索

> 市政情報「議会」 > 請願書と陳情書

請願書と陳情書

市政について意見があるときは、請願書や陳情書を市議会に提出することができます。

請願の場合は市議会議員の紹介を必要としますが、陳情の場合はその必要がありません。

延岡市議会では、請願、陳情の取り扱いに違いはありませんが、委員会で審査した後、本会議で採択か不採択を

決定し、その結論を請願(陳情)者へ通知するとともに、関係機関に送付し、処理を要請します。

請願書(陳情書)の書式例

請願書・陳情書の書式は下記からダウンロードできます。

請願・陳情書の出し方

文書で提出してください。(郵送によるものは会議の議題とならない場合があります。)

請願書(「陳情書」以下同じ)と明記し、提出年月日、請願者の住所、氏名を記載し、押印してください。

請願の題名や請願する項目の要旨や理由を簡単にわかりやすく記載してください。

請願内容がいくつかになる場合には、内容ごとに請願書を分けて提出してください。

請願書の場合は、紹介議員の署名、または記名押印が必要です。

議長あてに提出してください。

請願書・陳情書の作成方法や提出方法について、ご不明な点がある場合は、議会事務局までお問い合わせく

ださい。

請願書・陳情書書式ダウンロード

請願書(PDFファイル / 90.0KB)

請願書(Wordファイル / 26.5KB)

陳情書(PDFファイル / 62.5KB)

陳情書(Wordファイル / 26.0KB)

1/2 ページ請願書と陳情書 延岡市 -Nobeoka City-

2015/10/26http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/contents/sonota/gikai/seigan/
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サイトマップ｜延岡市公式ホームページについて｜セキュリティポリシー 延岡市役所

882-8686 宮崎県延岡市東本小路2番地1

電話 0982-34-2111(代表)

このページに関するお問い合わせはこちら

担当課 議会事務局

住所 本庁2階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)

電話番号 0982-22-7029

FAX 0982-31-0010

メールアドレス gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp

ページの先頭へ

> 市政情報「議会」 > 請願書と陳情書

Copyright (C) 2006 Nobeoka-City All Rights Reserved. 

2/2 ページ請願書と陳情書 延岡市 -Nobeoka City-

2015/10/26http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/contents/sonota/gikai/seigan/



2015/10/27 Manchester City Council Petitions - e-Petitions

http://petitions.manchester.gov.uk/petitions.ti 1/1

(/consult.ti/sy
stem/listPetiti
ons)

ePetitions

This epetition facility allows you to have your epetition live on the

Internet, rather than just on paper. This way, your epetition and

supporting information can be made available to a potentially much

wider audience, giving you the opportunity to gather more names to

support the epetition.

The epetition may gather names and addresses in both forms  you

can have a paper version and an online version, although repeat

names should be removed by the Principal Petitioner.

You can also use the search box or the lists below to find an existing

epetition that you want to support and sign.

Most Recent ePetitions
We, the undersigned, petition the Council to ...

Say No to Austerity, support the People's Assembly and TUC organised protests against the Tory

Party Conference in Manchester in October 2015 (/consult.ti/system/viewPetition?

petitionid=10378&nextURL=%2Fconsult%2Eti%2Fsystem%2FPetitions%3Fsdid%3DSD%5F14459003

94424) [ 13 signatures ]

Manchester City Council's Petitions
Scheme

Search epetitions

甲96号証
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the WHITE HOUSE PRESIDENT BARACK OBAMA Contact Us Get Email Updates

Log in Create an Account

Help make We the People even better. 
Share your feedback on how this new 
platform can improve. 

Share Your Feedback

BRIEFING ROOM ISSUES THE ADMINISTRATION PARTICIPATE 1600 PENN

Step 1

Browse open petitions to find a 
petition related to your issue, and 
add your signature.

TAKE ACTION

Find a petition

Step 2

If your issue is not currently 
represented by an active 
petition, start a new petition.

TAKE ACTION

Start a Petition

Step 3

If a petition meets the signature 
threshold, it will be reviewed by 
the Administration and we will 
issue a response.

TAKE ACTION

View all responses

We the People in Three Easy Steps

“My administration is committed to creating an 
unprecedented level of openness in government. 
We will work together to ensure the public trust 
and establish a system of transparency, public 
participation and collaboration. Openness will 
strengthen our democracy and promote efficiency 
and efffectiveness in government.”

— President Barack Obama

Follow Us

Join the conversation

Get the latest news and engage

Hangout and go behind the scenes

The White House Blog
Get the latest from the White House, including breaking 
news, policy explainers, behind-the-scenes exclusives 
and more.

Get the Latest News

The White House Mobile App
Connect with everything that happens at 1600 
Pennsylvania Ave. on your mobile device, no matter 
where you are.

Get the App

More from the White House

We're changing the way we
respond to petitions. Here's what that means.

Get Started

Featured Petition Responses

A Response to Your Petition on the Iran 
Deal

A Response to Your Petition on the Death of 
Michael Brown

A Response to Your Petition on ECPA

A Response to Your Petition on Vaccines

SEE ALL

Most Recent Petitions

Endorse Washington State University to get 
College GameDay on October 31st vs 
Stanford.

To the President of the United States, 
Barack Obama, we beseech you to commute 
the life sentences of the following women

Do not allow Multiemployer Pension Funds 
(Central States Pension Fund ) to cut 
retired Teamsters Pensions

SEE ALL

Opening The Doors To The White House

President Obama is committed to making 
this the most open and participatory 
administration in history.

Learn how you can participate

HOME ISSUES
Popular Topics

THE ADMINISTRATION
People

PARTICIPATE
Digital

1600 PENN
Inside the White House

1/2 ページWe the People: Your Voice in Our Government | We the People: Your Voice in Our G...

2015/10/27https://petitions.whitehouse.gov/
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て重要な手続の璃庇となる［Badura］ 山）。

善解の余地を狭く認める学説2加もあるが、その際に障害とされる不服審査

前置の要件が、既述のように、連邦行政裁判所の実務では被告の応訴をもっ

て満たされるとされていることに注意してよい。 また、仮に善解で処理しう

る限度を越えると解される場合でも、訴えの変更が簡単であることはすでに

述べた221）。

( 3）職権探知主義と法的聴聞・配慮義務

（イ） 3つの原則の相互関係

裁判所は権利保護が形式的なことで挫折しないように法律の範囲内におい

て努めなければならない捌。この要請に奉仕するいくつかの原則がある。こ

こではそのうち職権探知主義、配慮、義務＝指示義務ならびに法的聴聞の原則

をとりあげる。 こ れらは相互に関わっており、配慮義務は法的聴聞原則＝法

的討論義務（Erδrterungspflicht) 223> �具体化したものでもある224）が、職権探

知主義や処分権主義とも関連している。

（ロ）職権探知主義

①歴史的変遷 わが国では、職権証拠調べおよび行政庁の訴訟参加は、事

情判決や内閣総理大臣の異議制度とともに古き価値観の表現として消極視さ

れることが多い。 しかし筆者は職権証拠調べや行政庁の参加は新たな視角の

下で構成し直されるべきであると考えている。 西ドイツでは、職権探知主義

は行政系訴訟を支配する重要な原則である。真実の発見にかかる公益あるが

219) Kopp,S.907 
220) Ule,S.226 
221）例えば訴状で特定された取消訴訟ないし義務づり訴訟を事後違法確認訴訟に移行できる（BVerwG
v. 2.7.1981, DVBl.1981, S .1963）。
222) Eyermann/Frohler, S. 607. 
223) BVerwG v.9.12.1981,NVwZ 1982,S.560 
224) W. Grunsky, Grundlagen des Verfahrensrechts, I.Aull. ,1970,S.151 
225) Tschira/Schrnitt Glaeser ,S .287 
226) K. Redeker, Untersuchungsgrundsatz und Mitwirkung der Beteiligten im VerwaltungsprozeB, 
DVBl.1981,S.83; Wassermann, Glanz und Elend der Verhandlungsmaxime im ZivilprozeB, R配ht und 
Politik 1980, S.98百
227) A. Lang, Untersuchungs- und V erhandlungsmaxime im V erwaltungsprozeB, V erw Arch 1961, S. 60 

91,175 195は、 行政訴訟における弁論主義的要素を強調する。
228) Vgl. ,Grunsky ,a.a.O. (A町n.224) ,S.195 Anm.la 職 権探知主義に関する憲法理論の整理は、 Krops
hofer ,a.a.O. (A田n.174),S.49ff .; M. Marx ,Die Notwendigkeit und Tragweite der Untersuchungs
maxime in den V erwaltungsprozeBgesetzen, 1985, S. 50ff.が詳しい。

362 第 7 章

ゆえに弁論主義はとられてこなかった22日。職権探知主義には民事訴訟の弁論

主義が辿った「栄光と悲惨」は認められない22
6
）といわれる。しかしここでも

意義づけの変遷が見られる。

第二帝制以来の職権主義の理解は、理論史的に見て過渡的な学説227） を経

て、新しい職権探知主義の解釈にとって代わられる。 カ〉つては職権探知主義

が適用される手続では法的聴聞は無関係であるとする見解があつた2
28 しか

し連邦憲、法裁判所は早い時期から職権調査の不十分さは原告の法的聴聞を受

ける権利を侵害するという判決を下してきた2四）。学説には、訴訟当事者が訴

訟の単なる客体にならないように、職権探知主義は社会的法治国家の現代訴

訟手続法の原則であり、その違反は裁判手続の璃痕となる効果を伴うという

見解もある230 しかしこれは少数説であつて今日の多くの説明は基本法19条

4項の権利保護原則と関連づ
、

けて論じている則。これらの論者の中には、「と

りわけ官庁がその特別の専門的知識やその情報の蓄積を通じて市民に対して

もつ優越的地位に照らして」「チヤンスの平等としての訴訟手続上の
“

武器の

対等
”

」の原則を強調する者がある232)

職権探知主義と弁論主義がこの数十年の間に接近してきた233 ）という事情

があるために、 職権探知主義を必ずしも基本権保護の憲法原則から説明しな

い説酬や、探知主義は歴史的な事情から出て来たもので、今日では行政紛争

が訴訟当事者の恋意に委ねられではならないという意味でのみ理論上正当化

できるという見方23
5
）もないではなし〉。しかし、これらは以下に紹介する現役

裁判官の意識とは少し異なっているようである。

判例を見ると、連邦行政裁判所が、下級審で敗訴した原告に有利に、職権

229) BVerfG v.18.6.1957,E 7,53 （嫡出否認事件） ; v.13.2.1958,E 7,275 （刑事事件） ; v.14.4.1959,E 

9,256 （嫡出否認事件）
230) K.Redeker, Verfahrensrechtliche Bindungen der Untersuchungsmaxime im VerwaltungsprozeB, 
in: KUlz/Naumann,StaatsbUrger und Staatsgewalt,Bd. II, 1963, S.478,495 
231) Kopp,S.886;Tschira/Schmitt Glaeser,S.288; W. R.Schenke （教授にMehr Rechtsschutz <lurch 
eine einheitliche VerwaltungsprozeBordnung, DOV 1982, S.724f.; Kropshofer,a.a.O. (Anm.174) ,S.49 
ff.; Stelk ens （地裁裁判長）, Verwaltungsgerichtsbarkeit Gerichtrsbarkeit ohne Verwaltung?, NVwZ 
1982,S.83.やや古い注釈書であるKoehler,Verwaltungsgerichtsordnung, 1960, S. 645ff.; H. Klinger, 
Kommentar zur VwG0,2.Aufl. ,1964,S.421日.； Schunck/De Clerck,VwG0,3.Aufl. ,1977,S.497ffーでは
憲法への言及はない。
232) Tschira/Schmitt Glaeser, S. 288.同旨、 Marx.a.a.0. (Anm.228) ,S.224f 
233) Redeker/van Oertzen,S.485 
幻4) Schmitt ABmann,a.a.O. (Anm.117) ,S.119f.;Berg （教 授） ， a.a.O.(A町 n 171) ,S.543; B.Bender 
（弁護士・教授） ， NVwZ 1982,S.26 
幻5) Ule,S.5f 
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裁判官検索：太田敬司　|　法律情報サイト e-hoki

data:text/html;charset=utf-8,%3Cp%20class%3D%22detail-text02%22%20style%3D%22margin%3A%2026px%200px%200px%3B%20line-height%3A%2… 1/1

太田敬司
所属 大阪高裁判事・大阪簡裁判事

異動履歴 H.26. 4. 1　～　 　大阪高裁判事・大阪簡裁判事

H.23. 4. 1　～　H.26. 3.31　宮崎地家裁延岡支部長・延岡簡裁判事

H.20. 4. 1　～　H.23. 3.31　松山家地裁判事・松山簡裁判事

H.16. 4. 1　～　H.20. 3.31　広島高裁判事

H.15. 4. 9　～　H.16. 3.31　神戸地家裁判事・神戸簡裁判事

H.13. 4. 1　～　H.15. 4. 8　神戸地家裁判事補・神戸簡裁判事

H.10. 4. 1　～　H.13. 3.31　徳島地家裁判事補・徳島簡裁判事

H. 8. 4. 9　～　H.10. 3.31　福岡地家裁小倉支部判事補・小倉簡裁判事

H. 7. 4. 1　～　H. 8. 4. 8　福岡地家裁小倉支部判事補

H. 5. 4. 9　～　H. 7. 3.31　大阪地裁判事補

（第45期）
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の
評
価
を

含
め
て 、
愈
法
三
二
条
が
「
法
律
上
の
裁
判
官」
の
保
障
を
含
む
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
り 、
口
定
説
に
あ
っ
て
も 、
「
法
律
上
の
裁
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判（H」
の
保
陀
の
内
容
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
立
ち
入
っ
た
言
及
は
み
ら
れ
な
い。

本
市
で
は 、
「
法
律
上
の
裁
判
官〈凹
gm
E
5
均
百円2
5円）」
を
明
文
で
保
障
す
る
ド
イ
ツ
の
基
本
法一
O一
条
に
焦
点
を
合
わ
せ
て 、

ド
イ
ツ
に
お
い
て 、
憲
法
と
裁
判
組
織
の
関
係
が 、
由
民
の
概
利
と
い
う
視
角
か
ら
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
す

る 。
そ
れ
に
よ
り 、
裁
判
を
受
け
る
椛
利
と
裁
判
組
織
の
関
係
を
理
解
す
る
手
が
か
り
を
探
る
こ
と
に
し
た
い 。

「
法
体
上
の
裁
判
官」
の
保
障
の
意
義

明
治
憲
法
二
四
条
と
異
な
り 、
副
本
国
憲
法
は 、
「
法
律
ニ
定
メ
タ
ル
裁
判
官」
あ
る
い
は
「
法
律
上
の
裁
判
官」
の
保
障
に
関
す

る
明
文
規
定
を
も
た
な
い
が 、
ド
イ
ツ
の
基
本
渋
に
は 、
「
法
律
上
の
裁
判
有」
の
保
障
に
つ
い
て
明
文
規
定
が
あ
る 。
す
な
わ
ち 、

基
本
法一
O一
条
が 、
同
条
第一
項
で 、
「
例
外
裁
判
所
は
不
適
法
で
あ
る 。
何
人
も 、
そ
の
法
律
上
の
裁
判
官
を
縁
わ
れ
て
は
な
ら

な
い」
と
規
定
し 、
さ
ら
に
第
二
項
で
は 、
「
特
別
な
専
門
分
野
に
附
す
る
裁
判
所
は 、
法
律
に
よ
っ
て
の
み
設
立
さ
れ
う
る」
と
定

め
て
い
る 。
こ
の
よ
う
に 、
基
本
法一
O一
条
は
三
つ
の
条
文
か
ら
な
っ
て
い
る 。
そ
の
中
で
最
も
重
要
な
規
定
は 、
「
法
律
上
の
裁

判
官」
を
保
障
し
た
第一
羽
第
二
文
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る 。
他
の
二
箇
条
の
内
容
は 、
「
法
律
上
の
裁
判
官」
の
保
障
の
巾
に

含
ま
れ
て
い
る
と
み
る
の
が一
般
的
な
現
解
で
あ
る 。

ま
た 、
「
何
人
も 、
そ
の
法
律
上
の
政
判
官
を
奪
わ
れ
て
は
な
ら
な
い」
と
い
う
碁
本
法
の
規
定
は 、
文一
百
上
は 、
主
観
的
権
利
と

い
う
よ
り
も 、
む
し
ろ
客
観
的
法
原
則
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
読
め
な
い
わ
け
で
は
な
い 。
し
か
し 、
そ
れ
が
主
観
的

権
利
を
保
障
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
は
な
い。
た
だ 、
「
法
律
上
の
裁
判
官」
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
法
的
性
格

を
め
ぐ
っ
て
は 、
「
司
法
基
本
権
c
gEN
匂
E
骨
R
Z）」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
説
や
「
基
本
格
と
同
等
の
権
利（
問『
5己『
公
耳目包合ny
g

rnF門）」
と
解
す
る
説 、

pnE円）」
と
み
る
説
が
存
す
る 。

ぃ

あ
る
い
は
「
基
本
権
類
似
の
権
利
（

明言E円。n
Z
む
E
E
g

し
か
し

ず
れ
に
せ
よ 、
「
法
律
上
の
裁
判
官」
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
侵
筈
を
理
由
と
す
る
憲
法
異
議
が
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
基
本
法
九

条一
項
四
a
号）
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば 、
こ
の
議
論
に
は
実
援
は
な
い。

な
お

基
本
法一
O一
条一
項
第
二
文
が 、
「
法
律
上
の
裁
判
官」
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は 、
同

条
項
が
客
観
的
法
原
則
を
も
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い。
同
条
項
が
客
観
的
憲
法
（CUB
E
sm

r
忌
8
5
何
回

5nF乙
で
あ
り 、
制
度
的
保
障
（
5
2
50
ロ
色
町

の
R
SC巾）
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
こ
と 、
ま
た 、
裁
判
権
の
構
造
原
理

を
定
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は 、
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る 。

で
は
な
ぜ 、
「
法
律
上
の
裁
判
官」
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
が 、
憲
法
に
お
い
て
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か 。
こ
の
点 、

裁判を受ける繊手ljと裁判組織

「
法
律
上
の
裁
判
官」
の
保
障
が 、
審
尋
請
求
権
や
公
正
手
続
請
求
権
な
ど
と
同
様
に 、
法
治
国
家
原
理
に
基
礎
を
お
く
も
の
で
あ
る

こ
と
が 、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る 。
連
邦
憲
法
裁
判
所
も 、
た
と
え
ば 、
一
九
九
O
年
五
月コ
＝
日
第
二
法
廷
決
定
に
お
い
て

「
法
律
上
の
裁
判
官
の
保
障
は 、
一
般
的
な
法
治
国
家
的
客
観
性
の
要
請
の
特
別
な
徴
表
で
あ
り 、
管
轄
権
を
有
す
る
裁
判
官
が 、

般
的
な
形
で 、
事
前
に
決
定
さ
れ 、
事
件
ご
と
に
（
包
ron）
ま
た
は
当
事
者
ご
と
に
（
邑
宮司
8コ
自）
任
命
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
確

保
す
る
も
の
で
あ
る」
と
し
て
い
る 。

で
は 、
「
法
律
上
の
裁
判
官」
の
保
障
と
法
治
国
家
原
理
は 、
ど
の
よ
う
な
論
理
で
相
互
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か 。
こ

の
疑
問
に
答
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い。
法
治
国
家
原
理
か
ら
「
法
律
上
の
裁
判
官」
の
保
障
が
ど
の
よ
う
に
導
か
れ
る
の
か
に
つ

第一宣言

い
て 、
学
説
も 、
連
邦
憲
法
裁
判
所
も 、
十
分
な
説
明
を
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る 。
こ
こ
で
は 、
「
法
律
上
の
裁
判
官」
の
保
障
の

67 

趣
旨
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

ト
レ
l
ガ（同
32
3勧間四円）
と
デ
1

ゲ
ン
ハ
ル
ト（
91
日
丹
O
U
Z

O巾

閲覧M
E）
の
所
説
に
注
目
し
た
い 。





















1 / 9 

「裁判を受ける権利と司法制度」 片山智彦著 66 頁 (甲 38-2) 

二 「法律上の裁判官」の保障の意義 

明治憲法 24 条と異なり、日本国憲法は、「法律ニ定メタル裁判官」あるいは「法律

上の裁判官」 の保障に関する明文規定をもたないが、ドイツの基本法には、「法律

上の裁判官」 の保障について明文規定がある。すなわち、 基本法 101 条が、同

条第 1 項で、「例外裁判所は不適法である。何人も、その法律上の裁判官を奪わ

れてはならない」と規定し、さらに第 2 項では、「特別な専門分野に関する裁判所

は、法律によってのみ設立されうる」と定めている。このように、基本法 101 条は三つ

の条文からなっている。その中で最も重要な規定は、「法律上の裁判官」を保障し

た第 1 項第 2 文であると考えられている。他の二箇条の内容は、「法律上の裁判

官」 の保障の中に含まれているとみるのが一般的な理解である。 

また、「何人も、その法律上の裁判官を奪われてはならない」という基本法の規定

は、文言上は、主観的権理というよりも、むしろ客観的法原則を定めたものであるか

のようにも読めないわけではない。しかし、それが主観的権理を保障したものである

ことについては異論はない。ただ、「法律上の裁判官」の裁判を受ける権理の法的

性格をめぐっては、「司法基本権（Jushzgrundrecht）」という表現を用いる説や「基

本権と同等の権理(grundrechtsgleichs Recht)と解する説、あるいは 「基本権類似

の権理（grundrechtsahnliches Recht）」 とみる譲が存する。 しかし、いずれにせ

よ、「法律上の裁判官」 の裁判を受ける権理の侵害を理由とする憲法異議が許さ

れていること（基本法 93 条 1 項四 a 号）などを考慮すれば、この議論には実益はな

い。 

なお、基本法 101 条 1 項第 2 文が、「法律上の裁判官」 の裁判を受ける権理を

保障しているということは、同条項が客観的法原則をも規定していることを否定する

ものではない。同条項が客観的憲法であり、制度的保障を定めた規定であること、

また、裁判権の構造原理を定めたものであることは、一般に承認されている。 

ではなぜ、「法律上の裁判官」 の裁判を受ける権理が、憲法において保障されなけれ

ばならないのか。この点、 「法律上の裁判官」 の保障が、審尋請求権や公正手続請求

権などと同様に、法治国家原理に基礎をおくものであることが、しばしば指摘されている

連邦憲法裁判所も、たとえば、1990 年 5 月 31 日第 2 法廷決定において、 「法律上の

裁判官の保障は、一般的な法治国家的客観性の要請の特別な徴表であり、管轄権を有

する裁判官が、一般的な形で、事前に決定され、事件ごとに（ad hoc）または当事者ごと

に（ad personum）任命されえないことを確保するものである」としている。 

では、「法律上の裁判官」の保障と法治国家原理は、どのような論理で相互に結びつ

いているのであろうか。この疑問に答えることは容易ではない。法治国家原理から「法律

上の裁判官」の保障がどのように導かれるのかについて、学説も、連邦憲法裁判所も、

十分な説明をしていないからである。ここでは、「法律上の裁判官」 の保障の趣旨を明

らかにするために、トレーガとデーゲンハルトの所説に注目したい。 

まず、トレーガは、基本法が前提とする裁判官像について、裁判官は、事件にのみ

甲101-2号証
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拘東され、関係人と社会の全ての権理利益を適正に考慮した上で、拘束力をもつ判

断を下すという任務を有するという。そして、この役割は、 裁判官が中立性と当事者

に対する距離を保つことを前提とするものであるとされる。トレーガによれば、裁判官の

独立性、中立性、当事者に対する距離は、裁判官が、外部からの影響を被ることな

く、専門知識を裁判過程に投入し、客観的でフェアな手続の運営、当事者の提出物

の先入観にとらわれない利用と評価のための準備、中立的な法適用、当事者に対す

るその他の手続上の義務の厳正な履行により、当事者を平等に取扱うことを確保する

ものであるとされる。 

こうしたことから、トレーガは、「法律上の裁判官」を保障すべき法システムは、個々の

事件において、中立性の保障がない裁判官を排除しうるように配慮しなければならない

という。その上で、後に触れる、裁判官の中立性とそれに対する社会の信頼を確保する

という観点からの「法律上の裁判官」の保障の拡張的な理解は、基本法 101 条 1 項第

2 文の意義とその法治国家原理への基礎付けを十分に考慮したものであるとするので

ある。デーゲンハルトは、まず、法治国家は、裁判という機能において市民の具体的な

自由領域について権威的な決定を行うが、その際、法治国家においては、法という基

準のみによって、あらゆる当事者に対して平等に決定が行われなければならないので

あり、外的な影響は排除されなければならず、この点に、裁判権の組織に対する憲法

上の要請が生じるという。その上で、具体的な事件は、法にのみ拘束され、中立性、客

観性、当事者に対する距離を備えた裁判官によって裁かれなければならず、当事者に

対する機会均等かつ実効的な権理保護が確保されなければならないという。このことか

ら、デーゲンハルトは、裁判手続と同様に、裁判組織もまた高度の自由保障機能を果

たすのであり、「基本法 101 条 1 項第 2 文は、裁判権の組織についての法治国家的要

請に関する最も重要な憲法命題である」というのである。 

右の 2 人の論者は、裁判官の中立性と「法律上の裁判官」の保障の結びつきを強調

しているが、 一般的にも、「法律上の裁判官」 の保障の目的は、無権限者が裁判に関

与することを排除することによって、裁判所の中立性に対する訴訟当事者および国民

の信頼を確保することにあると解されている。これは、連邦憲法裁判所によっても承認さ

れている。たとえば、連邦憲法裁判所 1956 年 5 月 20 日第 1 法廷判決は、「この要請 

『何人も、その法律上の裁判官を奪われてはならない』は、裁判所の独立の保障と同様

に、無権限者の司法への介入を防ぎ、裁判所の中立性および客観性に対する権理追

求者（die Rechtsuchende）と一般市民（die Offentlichkeit）の信頼を確保すべきものであ

る」と判示している。そして、この理解が、次に述べる「法律上の裁判官」の保障の拡大

傾向の基礎となった。 

三  「法 律 上 の裁 判 官 」 の裁 判 を受 ける権 理 の内 容

「法律上の裁判官」 の裁判を受ける権理は、第 1 義的には、事件を担当する裁判所

および裁判官の管轄が法律で規定されていること、すなわち、裁判管轄の法律性の

保障を求める権理である。しかし、今日では、この権理は、 単なる裁判管轄の法律性

の保障にはとどまらないさまざまな憲法上の要請を含むものと理解されている。本節で

は、連邦憲法裁判所の裁判例に沿いながら、「法律上の裁判官」 の裁判を受ける権
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理の中身をみていくことにしたい。 

周知のように、日本では、これまで、憲法 32 条が、法律上管轄権を有する具体的な

裁判所の裁判を受ける権理を保障した規定なのか、あるいは、単に、憲法および法

律で設置された裁判所の裁判を受ける権理を保障した規定なのかという点が、 一

つの解釈上の論点となってきた。 

この点について、ドイツでは、連邦憲法裁判所は、「この規定（基本法 101 条 1 項第

2 文廿筆者）の意味での 『法律上の裁判官』は、組織的統一体としての裁判所、あ

るいは、その前で審理がなされ、個々の事件の裁判がなされる、裁判体としての判

決裁判所というだけでなく、個別の事件において裁判をなす任務を有する裁判官

でもある」 という、法律上の「裁判官」という基本法の文言からみれば、 一見やや

パラドキシカルとも感じられる表現で、基本法 101 条 1 項第 2 文が、法律上管轄権

を有する具体的な裁判所の裁判を受ける権理を保障しているとする立場に立つこ

とを明確にしている。通説も同様の立場に立っている。 

また、連邦憲法裁判所は、基本法 101 条 1 項第 2 文にいう「裁判官」は、第 1 審を

担当する裁判所・裁判官であると、上級審を担当する裁判所・裁判官であるとを問

わないという見解をとっている。さらに、同条の「裁判官」には、非訟事件の裁判官も

含まれるとするのが同裁判所の判例である。 

連邦憲法裁判所 1967 年 2 月 8 日第 2 法廷決定は、非訟裁判権を行使する裁判所の

行為が、基本法上の意味での「裁判」といえるかどうかについては疑問の余地があると

しつつ、非訟事件を担当する裁判所も基本法第 9 章にいう「裁判所」であり、基本法

101 条 1 項第 2 文の適用を受けるという見解を明らかにしている。 

連邦憲法裁判所は、基本法 101 条 1 項第 2 文は、同条にいう「裁判官」 につい

て、まずもって、裁判管轄の規定について「法律の留保（Gesetesvorbehalt）」を定

めたものであると解している。したがって、裁判管轄については、その

本質的な部分が、法律=議会制定法によって規定され

ることが憲法上の要請であるとされることになる。(BVerfGE19,52[60])

「法律上の裁判官」 の裁判を受ける権理は、まず、立法府に対して権理の具体化

を求めるものである。 

裁判管轄の具体的規整は立法府に委ねられているが、もちろん、裁判管轄が単に法

律の形式で規定されているというだけでは、基本法 101 条 1 項第 2 文の要請を満た

しているとはいえない。まず第 1 に、裁判管轄が、事前に、つまり、具体的事件が裁

判所に係属する以前に、抽象的、 一般的に定められていなければならないと解され

ている。この裁判管轄の決定の事前性、抽象性および一般性の要請は、裁判に対す

る外部からの不当な影響を排除するという基本法 101 条 1 項第 2 文の目的に対応す

るものである。 

さらに、一般に、裁判管轄は、恣意の入り込む余地のないよう、可能な限り一義的な

ものでなければならないとされており、連邦憲法裁判所も同様の見解をとっている。

もっとも、連邦憲法裁判所も強調しているように、裁判管轄規定の一義性の要請は、

あくまで「可能な限り」の一義性という限定により、一定程度緩和されている。その理

由 と し て 、 同 裁 判 所 は 、 基 本 法 96 条 が 複 数 の い わ ゆ る 専 門 裁 判 権
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（Fachgerichtsbarkeit）の併存を規定していること、また基本法が連邦国家制を採用し

ていることから、憲法自体に裁判管轄の明確な規定を阻害する要因が含まれている

ことをあげている。また、同裁判所は、管轄の規定に際しては、法的安定性と実質的

適正の要請の間で緊張が生じることも指摘している。 

なお、連邦憲法裁判所は、基本法 101 条 1 項第 2 文は、管轄規定が可能な限り巌

密な（genau）ものでなくてはならないことを要請するものである、といういい方をする場

合もある。この場合にも、連邦憲法裁判所は、「可能な限り」という限定を付している。 

また、管轄規定に何らかの解釈の余地が残されていること自体は、基本法 101 条 1

項第 2 文に反するとされているわけではなく、連邦憲法裁判所も、基本法 101 条 1 項

第 2 文は、「法律上の裁判官」の確定の不安定性をもたらさない限り、裁判管轄に関

する一般的規範の内容が解釈によって初めて明らかになることを禁ずるものではない

と解している。また、不確定法概念を用いることについても、不確定法概念の具体化

は裁判官が伝統的に行ってきた行為であり、また、それは裁判管轄規定の適用に際

しても不可避であって、基本法 101 条 1 項第 2 文の観点からは、法律上および判例

法上発展させられてきた構成要件上の指標が、裁判官バンク（Richterbank）への恣

意的な介入を排除するものであれば十分であるとされている。 

右に述べたように、裁判管轄が法律で定められることが、基本法 101 条 1 項第 2 文

から導かれる憲法上の原則ではあるが、実際には、あらゆる事件を想定して、裁判所

内部のいずれの部または裁判官がどのような基準で事件を担当することになるのかと

いった、細部に至るまでの裁判管轄決定の基準を法律で予め規定し尽くすことは不

可能であろう。このことは連邦意法裁判所も認めている。 

それゆえ、裁判管轄はその基本的な部分が法律で定められていれば十分であり、裁

判事務の分配の細部については、事務分配計画（Gechaftsverteilungsplan）などに

よって規定することができると考えざるをえない。したがって、基本法 101 条 1 項第 2

文は．個別の事件についての裁判所内部での事務の分配は、事務分配計画や部長

の命令等に委ねることを許していると考えられているのである。 

ただし、連邦憲法裁判所は、特定の事件を担当する裁判官が、一般的な規定によっ

て，可能な限り厳密に定められなければならないという、基本法 101 条 1 項第 2 文に

含まれる要請が、事務分配計画を策定する際にも考慮されなければならないとしてい

る。すなわち、事務分配計画も、可能な限り、一義的で、厳格に規定されていることが

憲法上の要請となると解されているのである。それゆえ、たとえば、事務分配計画に、

担当裁判官の規定について回避可能な裁量の余地が存在すること．それゆえ不必

要な不特定性が残されている場合には、基本法 101 条 1 項第 2 文に反することにな

る。 

ところで、「法律上の裁判官」の保障は、戴判管轄に関する規定の法律性、事前性お

よび一義性といういわば形式的な側面に尽きるものではない。「法律上の裁判官」の

保障の実質的側面として、基本法 101 条 1 項第 2 文が、単なる「法律上管轄権を有

する」というだけでなく、「基本法に適合した」、すなわち、裁判所ないし裁判官に課せ

られた憲法上の要請を満たす裁判官による裁判を受ける権理を保障していると解さ

れていることを重視する必要がある。すなわち、連邦憲法裁判所によれば、基本法上

の諸要請に適合していない裁判所もまた「非法律的(ungesetzliich）」であるとされるこ
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とになる。 

「裁判官」に課せられた憲法上の要請としては、裁判官の独立性、中立性、そして、

当事者との距離などをあげることができる。この点について、連邦憲法裁判所は、裁

判官に指図からの自由と身分上の独立が認められていること、そして、第 3 者によっ

て行われることが、裁判にとって本質的であり、こうした観念は、裁判所または裁判官

という概念そのものと分かち難く結合しており、裁判官の行為が、裁判官の中立性と

当事者に対する距離を必要とすることを指摘している。それゆえ、たとえば、事件を担

当する裁判官について、裁判官の独立が保障されていない場合には、その事件の

当 事 者 は、「法 律 上 の裁 判 官 」の裁 判 を受 ける権理 を奪 われたことになる。

(BverfGE21,139[145-146]) 

裁判官の独立性、中立性および当事者との距離は、たとえば、裁判官の除斥、忌避

の制度との関係で問題となる。連邦憲法裁判所によれば、裁判官の忌避等の裁判官

の裁判事務からの排除に関する規定をおくことは、基本法 101 条 1 項第 2 文の要請

であるとされる。もっとも、連邦憲法裁判所の判例によると、同条項は、忌避事由につ

いて一義的に定めているわけではないとされている。しかし、少なくとも、不公正を理

由とする忌避の機会は与えられなければならないと解されている。 

四 「法律上の裁判官」の裁判を受ける権理の侵害と審査基準 

基本法 101 条 1 項第 2 文は、裁判に対する外部からの干渉を排除することを目的と

するものである。憲法上排除されるべき違法な干渉は、執行権、立法権、司法権のい

ずれによるものであるかを問わないとされている。それゆえ、「法律上の裁判官」の保

障が侵害されるケース、すなわち、「法律上の裁判官」の裁判を受ける権理が剥奪さ

れるケースはさまざまである。ここでは、侵害行為の主体に着目して、立法権による侵

害、執行権による侵害、裁判権による侵害に分けて論じるという、ドイツでよく用いら

れるアプローチにしたがって、「法律上の裁判官」の保障の侵害を分類し、それぞれ

について考察を加えることとする。まず、立法権による侵害についてであるが、先に述

べたように、基本法 101 条 1 項第 2 文は、立法者に対して、裁判管轄の法律性と裁

判管轄に関する法律上の規定が、事前性、一般性・抽象性、一義性・厳密性を備え

ていることを求める。それゆえ、こうした憲法上の要請を満たさない場合には、当該規

定は基本法 101 条 1 項第 2 文に反するとされることになる。 

また、裁判管轄の決定の事前性との関連では、裁判管轄に関する規定を、すでに係

属中の事件についても適用される形で、遡及的に変更することが許されるかどうかが

問われなければならない。この問題について、連邦憲法裁判所 1968 年 6 月 25 日第

2 法廷判決は、新たに施行される法律が一般的に適用されるものであり、将来の不特

定多数の同種の事件にも適用されるものである場合には、管轄規定の変更が許され

るとしている。 

次に、執行権による侵害についてであるが、確かに、歴史的には、「法律上の裁判

官」の保障は、裁判管轄権を執行府による干渉から守ることがその眼目であったとい

うことができる。しかし、現在では、「法律上の裁判官」の裁判を受ける権理の執行府

による侵害に関しては、現実的な問題はないともいわれており、それが問題とされるこ

とは少ない。 
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むしろ、今日では、「法律上の裁判官」の保障は、裁判権による「法律上の裁判官」の

剥奪との関係で取りざたされることが多い。その典型的な場合のーつが、裁判所が、

管轄規定の解釈適用を誤り、その結果、本来管轄権を有する裁判所の裁判を受ける

ことができなかったというケースである。これは、日本国憲法 32 条に関する代表的な

判例のひとつである最高裁昭和 24 年 3 月 23 日大法廷判決が扱った事案と同種の

ものである。こうした場合、日本においてもつとに指摘されているように、連邦憲法裁

判所は、管轄に関する法律上の規定に対する違反をすべて憲法違反としているわけ

ではない。別の面からいえば、連邦憲法裁判所が管轄に関する手続上の過誤をす

べて是正しなければならないとは考えられていないのである。では、連邦憲法裁判所

によって憲法違反とされるに至る限界線はどこに引かれるべきなのであろうか。連邦

憲法裁判所は、かつて、この点について同裁判所はまだ最終的な決定を下していな

いと判示したことがある。とはいえ、実際には、連邦憲法裁判所は、「法律上の裁判

官」の裁判を受ける権理の侵害について、管轄規定の解釈適用に際しての単なる手

続上の過誤と管轄規定の恣意的な解釈適用を原則的に区別し、後者のみを基本法

101 条 1 項第 2 文違反とするという方向をとってきたと評することができる。 

すなわち、連邦憲法裁判所は、基本法 101 条 1 項第 2 文違反の審査基準として「恣

意（Willkür）の基準を採用したことになる。たとえば、連邦憲法裁判所は、1967 年 7 月

19 日第 2 法廷決定において、「基本法 101 条 1 項第 2 文は、むしろ、管轄に関する

決定が恣意に基づく場合にのみ侵害されるのである」、「基本法 101 条 1 項第 2 文

は、法的瑠庇に由来するあらゆる手続違背に対する保護ではなく、単に恣意に対す

る保護を与えることを意図するものである」と判示している。また、連邦憲法裁判所

1954 年 2 月 26 日第 1 法廷決定では、裁判所の裁判や措置が恣意的である場合に

は、「法律上の裁判官」が奪われうることが指摘されている。「恣意」の判断について、

連邦憲法裁判所は、1970 年 6 月 30 日第 2 法廷決定において，次のようにいう。 

「ある裁判所の措置または裁判が恣意にもとづくものか否かは、個々の事件の個別の

状況によってのみ確定される。しかし、恣意が問題となりうるのは、裁判所の裁判が、

管轄規定の解釈適用に際して、それらを規律する法律上の裁判官という憲法上の原

則から、もはや正当化されえないほど乖離している場合のみである。これは、基本法

を支配する諸観念の合理的な評価に照らして、もはや納得がいくものであるとは思わ

れず、裁判所の明らかに維持しえない裁判によっても、基本法 101 条 1 項第 2 文が

侵害されることを意味している」。 

さらに、連邦憲法裁判所は、この審査基準は、基本法 103 条 1 項違反が問題となる

場合に照らして、基本法 101 条 1 項第 2 文の意義と射程が基本的に見誤られている

場合には違憲となる、というように補充されるべきだとしている。 

このように、連邦憲法裁判所は、原則として、管轄に関する規定の「恣意」的な解釈

適用のみを違憲としている。 

しかし、この原則には、例外が認められている。すなわち、裁判官の除斥、忌避など

裁判官の排除に関する規定に対する違反が認められる場合には、それは常に基本

法 101 条 1 項第 2 文違反とされるべきだと解されているのである。(BVerfGE 30, 

165[167];63,77[79-80])この点について、連邦憲法裁判所 1971 年 1 月 27 日第 2 法

廷決定では、裁判所組織に属さない者が裁判に関与した場合、それは、概念的に
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も、（違憲とはいえない）単なる手続上の過誤ということはできず、同様のことは、裁判

所組織内にあって、しかし、ある事件から排除された裁判官が関与した場合にもあて

はまるとされている。 

また、法律の解釈適用が基本法 101 条 1 項第 2 文の要請に適合していない場合と

ならんで、裁判所の内部における裁判事務の分配のあり方の憲法適合性が問題と

なったケースも数多く存在する。たとえば、裁判所の部に裁判官が「過剰配置」されて

いる場合に、裁判所の部の内部における担当裁判官の決定と「法律上の裁判官」の

保障の関係がしばしば問題となっている。つまり、かりに、ある種の事件がラント裁判

所の 3 人の合議体で審理されるべき場合に、各部に 4 名以上の裁判官が配置され

ているとき、特定の事件に関与する裁判官の決定のあり方が、「法律上の裁判官」の

保障との関係で問題となるのである。 

まず、過剰配置自体の合憲性について、かつて、連邦憲法裁判所は、過剰配置自

体は基本法 101 条 1 項第 2 文に反するものではないが、同条項によって、過剰配置

にも一定の憲法上の制限が設けられているという解釈を示し加。すなわち、恣意的な

操作が不可避となるような過剰配置は、個々の事案において「恣意」が存するか否か

に関わりなく、違憲であるというのである。たとえば、部の内部において、構成員が異

なる複数の裁判体が構成されうるような場合には、基本法 101 条 1 項第 2 文違反とさ

れることになる。 

他方で、かつで、連邦憲法裁判所第 2 法廷は、裁判官が過剰配置された部の構成

員のうち、どの裁判官が特定の手続に関与するのかを、事前に定めておくことは、基

本法 101 条 1 項第 2 文の要請ではないとする立場に立っていた。 

もちろん，第 2 法廷も、部内における担当裁判官の決定が、全く基本法 101 条 1 項

第 2 文による規律の対象にならないとしているわけではなく、部長が，担当裁判官の

決定についでの裁量権を慈意的に行使したかどうかは、同条項違反の観点から、連

邦憲法裁判所による審査の対象になると解していた。とはいえ、担当裁判官の決定

を、事前にルール化しておく必要がないとされた点では、基本法 101 条 1 項第 2 文

の拘束はかなり緩やかなものとなる。ところが、最近のある事件において、連邦憲法

裁判所第 1 法廷は、この第 2 法廷の見解は適切でないと判断するに至り、この問題

についでの判断が、合同法廷（Plenum）に持ち込まれることになった。これを受けて、

合同法廷は、過剰配置の場合における担当戴判官の決定についても，文書の形で

の関与計画（Mitwirkungsplan）の策定という方法で、事前に終局的な決定がなされな

ければならない、と判示した。もちろん、この場合、関与計画は、事務分配計画と同じ

く、事前に、一般的、抽象的に定められなければならない。また、どの裁判官が特定

の手続に関与するかが、可能な限り一義的に定められていなければならないとされ、

関与計画には，回避可能な裁量の余地や不必要な不確定性が残されてはならな

い。この決定によって、部内部の担当裁判官の決定にも、法律上の裁判官の保障が

ストレートに及ぶことが明確にされたのである。ただ、この決定によって、過剰配置自

体の合憲性についての先の第 1 法廷の判例が変更されたか否かははっきりしない。

五 裁判を受ける権理と「法律上の裁判官」の保障 

フランクフルト憲法（1849 年〕175 条 2 項第 1 文、プロイセン憲法（1850 年）7 条第 1
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文、ドイツ共和国憲法（ヴァィマル憲法）（1919 年）105 条第 2 文において規定される

など、ドイツにおける「法律上の裁判官」の保障の歴史は長い。今や、「法律上の裁判

官」の保障はドイツにおける憲法の発展の確固たる構成部分であるといわれている。 

この長い歴史に裏打ちされ、また，基本法 101 条 1 項第 2 文が、「法律上の裁判官」

の保障を明文で定めていることもあって、ドイツにおける「法律上の裁判官」の保障に

関する議論は、基本法 19 条 4 項や 103 条 1 項の場合ほどではないが日本のそれと

比べればかなり活発である。ここでは、ドイツの議論の中で注目すべき点を簡単に整

理しておくことにする。 

まず、ドイツでは、「法律上の裁判官」の保障は、管轄を規定するルールの定め方そ

れ自体について、いくつかの憲法上の要請を含んでいると考えられている。すなわ

ち、一般に、基本法 101 条 1 項第 2 文は、裁判管轄の規定に関して、原則として、以

下の諸条件を満たすことを求めていると解されているのである。それは、①法律性、

②事前性、③一般性・抽象性、④一義性・厳密性、である。

また、裁判に対する外部からの影響を排除し、裁判所の中立性に対する訴訟当事者

と国民の信頼を確保するという「法律上の裁判官」の保障の目的、そして、裁判所お

よび裁判官制度の本質から、基本法 101 条 1 項第 2 文が、裁判官の独立性、中立

性、当事者に対する距離などの憲法上の要請を満たした裁判官による裁判を保障し

ていると解されていることは重要な点である。その意味では、基本法 101 条 1 項第 2

文は、「憲法上の裁判官」の裁判を受ける権理をも含むものである、という表現を用い

ることも許されるのではないだろうか。 

ただし、この点について、ドイツでもいくつかの疑間が提起されていることに留意すべ

きである。たとえば、ヴァッサーマンは、この拡張解釈が方法論的な疑念に直面するこ

とを指摘している。また、ベッターマンは、基本法 97 条、権力分立、裁判官の中立性

の侵害を基本法 101 条の保護領域に引き込むことは憲法に反し、“gesetzlich”（法律

上 ） と い う 言 葉 を 、 ”gesetzlich zuständig” （ 法 律 上 管 轄 権 を 有 す る ） で は な

く、”gesetzmäßig”（法律に適合した）と理解するものであって、「法律上の裁判官」と

いう概念を見誤るものであると批判している。さらに、右の拡張解釈は、基本法 20 条、

92 条、97 条に対する違反を、基本法 101 条 1 項第 2 文を経由して、憲法異議事由

に加えることを意図とするものであるとする指摘もある。 

ところで、すでに触れたように、「法律上の裁判官」の裁判を受ける権理は、立法、執

行、司法のいずれを担当する国家機関によっても侵害されうるが、近年ドイツにおい

て実際上問題となることが多いのは裁判所による侵害である。すでに日本でも紹介さ

れているように、確かに、連邦憲法裁判所は、基本的には、単なる手続上の暇庇では

なく、管轄に関する規定の解釈適用の誤りが「恣意」に基づく場合にのみ、それを基

本法 101 条 1 項第 2 文違反としている。この「恣意」の基準について、クラウス

（Frieddch KlauB）は、手続上の環庇が「恣意」に基づくものであれ、単なる手続上の

過誤であれ、違法であることには違いがなく、ただ、基本権侵害の強度が異なるだけ

であるとした上で、判例のような審査権限の限定を行わない場合の不都合として、連

邦憲法裁判所の超上告審(Superrevisioninstantz）化を指摘している。他方で、連邦

憲法裁判所が、裁判官の除斥、忌避など、裁判官の特定の事件からの排除に関す

る規定に対する違反については、それが「恣意」的か否かを問題にせず、常に違憲と
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判断する立場に立っていることもきわめて注目される点である。 

憲法 32 条が、「法律上の裁判官」の裁判を受ける権理を保障しているか否かは、そ

の文言においては必ずしも明らかではないが、すでに述べたように、法律で規定され

た管轄権を有する具体的な裁判所の裁判を受ける権理は、憲法 32 条によって保障

されていると解すべきである。この点に関して、ドイツの判例・学説が、裁判管轄の問

題が、裁判所の中立性という裁判権の構造原理と密接に結びついていることを指摘

しでいる点が重要である。 

また、日本では，「法律上の裁判官」の保障について議論される場合、裁判所が法律

上の管轄規定に違反したことの憲法的評価の問題が念頭に置かれていることが多

い。もちろん、ドイツでも、「法律上の裁判官」の司法権による剥奪が問題にされること

が多いが、ドイツの学説および連邦憲法戴判所が、まず第 1 に，裁判管轄決定の

ルールを定めるに際して、ルールの法律性、事前性、一般性、一義性といったいくつ

かの憲法上の要請を問題にしていることは、日本国憲法 32 条の解釈にあたっても参

考にされるべきであろう。

ドイツでは、基本法 101 条 1 項第 2 文が、単なる裁判管轄の法律性の保障を越え

て、独立性、中立性、当事者に対する距離といった憲法上の要請を満たした裁判

官、いわば「憲法上の裁判官」の裁判を受ける権理を保障していると解されていること

はどう受け止めるべきであろうか。確かに、「法律上の裁判官」の保障のこうした形で

の拡大は、憲法異議制度などドイツの法制度のあり方にも関わる問題である。しかし、

「法律上の裁判官」の保障の目的が、裁判所の独立性、中立性に対する国民の信頼

を確保することにあると解することができるのであれば、右の点は日本国憲法 32 条と

の関係でも十分検討に値する。
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寸
じ
て
そ
の
は
か

um山
が
けル
あ
た
ら
な
か

っ
た
ら
、
裁
判
員
は
す
な
お
に
企
業
の
責
任
を
認
め
る
で

l
J
う
川
口
保
杭
判
刊
の
よ
う
に
、
「疑
わ
し
き
は
被
告
人

（加
害
者
）

の
利
益
に
」

と
い
、
っ
、

実
際
は
刑
事
裁
判

で
は
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
原
則
を
民
事
裁
判
で
導
入
し
て
、
無
理
矢
理
加
害
企
業
を
勝
た
せ
た
り
し
な
い
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
絶
対
に
民
事
事
件
に
庶
民
の
意
志
が
入
る
陪
審
・
参
審
制
を
導
入
し
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
お

上
の
困
る
こ
と
な
の
で
す
。

（
集
団
訴
訟
）
の
制
度
も
日
本
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
行
為
や
事
件
か
ら
同
じ

よ
う
な
被
害
を
受
け
た
者
が
多
数
い
る
と
き
、
一
部
の
被
害
者
が
全
体
を
代
表
し
て
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
を
認
め

る
制
度
で
あ
る
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
が
日
本
で
は
な
く
、
印
紙
代
が
高
額
に
な
る
の
で
、
集
団
で
の
訴
の
提
起
が
非

常
に
困
難
で
す
。
ち
な
み
に
訴
訟
提
起
の
際
に
訴
状
に
添
付
す
る
印
紙
代
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
一
律

一
0
0
ド
ル
（

一

万
二
0
0
0
円
）
程
度
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
で
は
訴
額
に
応
じ
て
高
騰
し
、

一
O
O
万
円
の
訴
額
で
印
紙
代

一

万
円
、

一
億
円
の
訴
額
で
は
三
二
万
円
も
か
か
り
ま
す

（中
山
義
議

『訴
訟
社
会
ア
メ
リ
カ
と
日
本
企
業
』
新
評
論
、

二
九
頁）。

第
三
に
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
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さ
ら
に
裁
判
そ
の
も
の
の
密
室
性
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
本
来
国
民
の
知
る
権
利
に
属
す
る
は
ず
の
傍
聴
や

取
材
の
権
利
が
き
わ
め
て
制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
映
像
等
I
T
の
極
度
の
利
用
制
限
で
す
。
筆
記
と
聴
覚
だ
け

に
限
定
し
て
、
ビ
デ
オ
撮
り
や
録
音
を
制
約
し
て
い
ま
す
。
こ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
時
代
に
、
広
域
に
瞬
時
に
報

川
3
れ
ゐ

4
と
を
鰍
い
、
前
近
代
的
な
・
↑刀
法
だ
け
に
固
執
し
て
い
る
の
で
す
。
市
民
の
目
を
お
そ
れ
て
い
る
の
で
す
。

五

そ
し
て
行
政
事
件
の
国
側
担
当
者
で
あ
る

判
検
交
流
と
は
、
裁
判
所
と
法
務
省
の
間
で
行
わ
れ
る
人
事

「
訟
務
検
事
」
は
、
判
検
交
流
で
移
籍
し
た
裁
判
官
で
す
。

－、、－，， 
交
流
で
す
。

判
検
交
流
の
問
題
も
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
判
検
交
流
と
は
、
裁
判
官
が
、

国
賠
訴
訟
や
行
政
訴
訟
で
被
告
と
な
る
行
政
側
の
代
理
人
と
な
る
た
め
に
行

政
官
庁
に
出
向
す
る
こ
と
で
す
。

出
向
で
す
か
ら
、
再
度
裁
判
官
と
し
て
戻
っ
て
き
て
、

裁
判
官
と
し
て
行
政
事
件
を
担
当
し
ま
す
。

な
か
に
は
、

再
度
訟
務
検
事
に
出
向
し、

再
々
度
裁
判
官
と
な
る
者
も
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
裁
判
所
の
所
属
な
の
か
、
法
務
省

（行
政
庁
）
の
所
属
な
の
か
、
わ
か
ら
な
い
裁
判
官
が
裁
判
を
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主権実現方法 としての裁判

す
る
の
で
は
、
行
政
庁
に
有
利
な
裁
判
を
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

公
務
員
の
天
下
り
が
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、

新
し
い
所
属
組
織
の
利
益
に
し
た
が
っ
て
元
の
所
属
官
庁
に
働
き
か

け
を
行
う
か
ら
で
す
が
、

現
役
で
裁
判
官
と
行
政
庁
の
双
方
の
役
割
を
す
る
の
で
す
か
ら
、

こ
ん
な
こ
と
が
許
さ
れ

る
の
は
お
か
し
い
の
で
す
。
公
務
員
の
天
下
り
が
禁
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
、

当
然
に
判
検
交
流
も
禁
止
さ
れ

る
べ
き
で
す
。

判
検
交
流
下
の
行
政
訴
訟
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
裁
判
と
は
い
え
な
い
裁
判
で
す
。
主
権
者
は
た
ま
っ
た
も
の
で

第六章

は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
裁
判
所
と
行
政
庁
の
癒
着
な
い
し
一
体
化
に
つ
い
て
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
批

、

（
例
え
ば
、
「
自
壊
す
る
〈
行
政
偏
重
〉
司
法

l
lい
ま
こ
そ
、
企
業
は

〈
お
さ
を
撃
て
！
」

Z
A
I
T
E
N
二

判
が
さ
れ
て
い
ま
す



0
0
七
年
六
月
号
三
四
頁
以
下）。

そ
れ
ら
の
結
果、
訴
訟
の
門
前
払
い
が
横
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す。

昨
日
ま
で
国
側
代
理
人
を
務
め
て
い
た
検
事
上
が
り
の
裁
判
官
が
国
側
の
利
益
に
従
う
の
は
見
や
す
い
道
理
で

す。
そ
う
で
な
い
普
通
の
裁
判
官
も、
報
酬・
任
地
の
恋
意
的
な
運
用
に
よ
っ
て
政
府
や
最
高
裁
の
意
向
を
極
度
に

気
に
す
る
体
質
に
変
質
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で、
国
や
行
政
機
関
に
対
す
る
重
要
な
裁
判
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
門
前

払
い
の
裁
判
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
す。

諸
外
国
に
お
い
て
は、
門
前
払
い
を
主
と
す
る
日
本
と
は
逆
に、
訴
え
の
提
起
と
同
時
に
原
処
分
関
係一
件
書
類

を
裁
判
所
へ
送
付
さ
せ
（
ド
イ
ツ
財
政
裁
判
法
七一
条二
項）、
裁
判
所
の
釈
明
義
務
を
明
定
し
（
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
法
八
六
条

三
項）、
関
係
人
の
主
張
及、び
証
拠
の
申
出
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
職
権
に
よ
る
証
拠
調
べ
が
で
き
る
も
の
と
し（
同

法
同
条一
項）、
あ
る
い
は、
文
書
提
出
命
令
の
根
拠
を
定
め
て
（
同
法
九
九
条一
項）、
当
事
者
間
の
不
衡
平
の
平
準
化

を
図
る
と
と
も
に、
形
式
的
真
実
発
見
に
甘
ん
ず
る
こ
と
な
く、
で
き
る
だ
け
実
体
的
真
実
発
見
の
理
想
に
近
接
す

る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
す
（
南
博
方
『
紛
争の
行
政
解
決
手
法」
有
斐
閣、
六
三
頁）。

こ
の
よ
う
に、
日
本
と
諸
外
国
と
で
は、
門
前
払
い
と
真
実
発
見
の
究
明、
当
事
者
間
の
不
衡
平
の
是
認
と
不
衡

干

のギ
州市
化
と
い
う
こ
点
に
お
い
て
雲
泥
の
差
が
あ
る
の
で
す。

七

ー128

以
上
の
よ
う
に、
日
本
で
は
裁
判
を
す
る
こ
と
を
非
常
に
困
難
に
し
て、
国
民
か
ら
裁
判
を
遠
ざ
け
て
い
ま

す。
そ
の
結
果、
日
本
国
民
は
主
権
の
実
現
が
非
常
に
困
難
に
な
っ
て
い
る
の
で
す。
そ
こ
で、
国
は
豊
か
で
世
界

経
済
ラ
ン
キ
ン
グ
の
上
位
に
あ
り
－な
が
ら、
国
民
の
大
半
は
生
活
に
苦
し
ん
で
い
る
の
で
す。

)\ 第
三
節

裁
判
に
勝
つ
と
い

う
こ
と

第六章

日
本
の
行
政
訴
訟
の
原
告
側
の
勝
訴
率
は
異
常
に
低
い
の
は、
政
府
や
最
高
裁
等、
上
の
方
ば
か
り
を
気
に

す
る
裁
判
官
が
判
決
を
書
く
か
ら
で
す
（
二
O
O
四
年一
O
月一
九
日
朝
日
新
聞）。
ヒ
ラ
メ
裁
判
官
が
担
当
し、
行
政
機

関
の
手
持
証
拠
を
出
さ
せ
る
手
段
も
な
い
の
で
す
か
ら、
裁
判
で
勝
訴
す
る
こ
と
は
例
外
的
な
こ
と
で
す。

ど
う
せ
勝
て
な
い
の
だ
か
ら
と、
裁
判
す
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か。
こ
れ
で
は
為
政
者
の

思
う
つ
ぼ
で
す。

し
か
し
観
点
を
か
え
て、
裁
判
を
主
権
の
実
現
の
手
段
で
あ
る
と
と
ら
え
る
な
ら、
敗
訴
と
は、
主
権
実
現
の
方

法
と
し
て
あ
ま
り
有
効
な
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
い
い、
判
決
で
請
求
が
退
け
ら
れ
た
こ
と
と
は
別
に
考
え

る
べ
き
こ
と
に
な
り
ま
す。
愛
媛
の
例
で
は、
教
育
委
員
会
の
公
開
を
要
求
し
て
裁
判
を
提
起
し
た
と
こ
ろ、
そ
れ

ま
で
非
公
開
で
あ
っ
た
委
員
会
が
公
開
に
な
り
ま
し
た。
こ
の
よ
う
に、
裁
判
の
結
果
だ
け
で
な
く、
裁
判
過
程
で
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日
本
の
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
の
非
民
主
性

日
本
の
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
は
、
本
当
に
問
題
が
大
き
い
。

一
言
で
い
え
ば
、

非
人
間
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

そ
の
構
成
員
に
は
、
本
当
の
意
味
で
の
基
本
的
人
権
が
な
い
。
集
会
結
社
の
自
由
や
表
現
の
自
由
は
も

ち
ろ
ん
、
学
問
の
自
由
に
も
、
思
想
、
お
よ
び
良
心
の
自
由
に
も
、
大
き
な
制
約
が
伴
う
。
日
本
国
憲
法
第

一
三
条
に
は
、
「
す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
」
と
あ
る
が
、
裁
判
官
は
、
一
握
り
の
ト

ッ
プ
を
除
い
て
は
、
個
人
と
し
て
ほ
と
ん
ど
全
く
尊
重
さ
れ
て
い
な
い
。

虚
心
に
そ
の
実
態
を
見
据
え
れ
ば
、
人
間
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
制
度
の
奴
隷
、
精
神
的
収
容
所
の

囚
人
K
近
く
、
抑
圧
も
非
常
に
大
き
い
。

第
3
章
で
も
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
構
成
員
が
精
神
的
奴
隷
に
近
い
境
遇
に
あ
り
な
が
ら
、
ど

う
し
て
、
人
々
の
権
利
や
自
由
を
守
る
と
と
が
で
き
よ
う
か
？
み
ず
か
ら
の
基
本
的
人
権
を
ほ
と
ん
ど

剥
奪
さ
れ
て
い
る
者
が
、
ど
う
し
て
、
国
民
、
市
民
の
基
本
的
人
権
を
守
る
と
と
が
で
き
よ
う
か
？

相
撲
の
番
付
表
に
も
似
た
微
細
な
格
付
け
の
あ
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
的
官
僚
シ
ス
テ
ム
は
、
戦
前
の
よ
う

な
半
全
体
主
義
体
制
下
の
裁
判
所
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
本
来
、
民
主
制
下
の
裁
判
所
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
で
は
全
く
な
い
。

大
学
に
移
っ
た
最
初
の
年
、
半
年
余
り
の
問
、
私
の
悪
夢
の
定
番
は
、
「
や
め
た
は
ず
な
の
に
な
ぜ
か

ま
だ
裁
判
官
を
や
っ
て
い
る
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
夢
の
中
で
、
私
は
、
あ
の
見
慣
れ
た
建
物
、
清
掃

が
行
き
届
い
て
い
る
の
に
い
つ
も
な
ぜ
か
薄
汚
れ
て
見
え
、
採
光
が
よ
い
は
ず
の
場
所
で
も
な
ぜ
か
薄
暗

く
感
じ
ら
れ
る
建
物
の
一
つ
の
中
に
い
て
、
机
の
上
に
は
古
い
訴
訟
記
録
が
あ
っ
て
、
私
は
、
そ
の
場
所

に
縛
り
付
け
ら
れ
た
よ
う
に
動
け
な
い
の
で
あ
る
。

あ
る
弁
護
士
の
後
輩
が
、
「
で
も
、
逆
よ
り
い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？
」
と
言
っ
た
が
、
確
か
に
、
「
夢

の
中
で
は
や
め
て
い
た
の
に
覚
め
た
ら
ま
だ
や
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
だ
っ
た
ら
、
生
き
る
気
力
を
失
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
笑
え
な
い
冗
談
で
あ
る
。

前
記
の
収
容
所
シ
ス
テ
ム
に
は
、
本
当
の
意
味
で
の
収
容
所
長
も
存
在
し
な
い
。
マ
ル
ク
シ
ス
ト
詩
人

に
よ
る
次
の
よ
う
な
一
節
が
、

ζ

の
世
界
を
一

言
で
表
現
し
て
い
る
。

「街
は
お
お
よ
そ
関
わ
れ
た
提
の
は
て
に
あ
り

首
長
も
敗
者
宿
泊
者
も
そ
う
だ
」
（
吉
本
隆
明
「
反
祈
祷
歌
」
）

最
高
裁
長
官
も
、
最
高
裁
判
事
た
ち
（
と
り
あ
え
ず
、
裁
判
官
出
身
者
以
外
は
除
外
し
て
お
く
）
も
、
あ
る
意

味
、
シ
ス
テ
ム
の
奴
隷
で
あ
っ
て
、
主
人
で
は
な
い
。

お
そ
ら
く
、
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
が
短
編
『
流
刑
地
に
て
』
で
描
い
て
い
る
処
刑
機
械
、
そ
の
主
人
を

も
処
刑
し
て
し
ま
う
不
条
理
な
精
密
機
械
乙
そ
が
、
乙
の
シ
ス
テ
ム
の
真
の
支
配
者
な
の
だ
ろ
う
。
最
高
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書
か
れ
て
よ
く
何
が
書
か
れ
で
は
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
は、

前
も
っ
て
事
細
か
な
検
討
と
チ
ェ
ッ
ク
が

行
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は、

た
と
え
ば
、

旧
ソ
連
に
お
け
る
海
外
か
ら
の
取
材
に
対
す
る
対
応
に
よ
く
似

て
い
る
。

ソ
ル
ジ
ェ
ニ
・l
ツ
イ
ン
が
告
発
を
行
う
ま
で
、

強
制
収
容
所
の
実
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
か
に
つ
い
て
は、

海
外
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
、な
か
っ
た
。

海
外
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
文
化
人

が
視
察
等
で
訪
れ
る
と
き
だ
け
は
、

囚
人
た
ち
に
十
分
な
食
事、

衣
服、

休
養
が
与
え
ら
れ、

視
察
者
た

ち
は
そ
れ
を
鵜
呑
み
に
し
て
帰
っ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

裁
判
所
の
取
材
に
当
た
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

も、

自
分
が
同
じ
よ
う
な
と
と
を
し、

事
務
総
局
広
報
課
の
下
請
け
に
等
し
い
報
道
を
し
て
い
な
い
か
に

つ
い
て
は、

よ
く
よ
く
内
省
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
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「
櫨」
の
中
の
裁
判
官
た
ち
H
精
神
的
「
収
容
所
群
島
」
の
囚
人
た
ち

こ
乙
で
、

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
の
支
配、

統
制
の
特
色
に
つ
い
て
論
じ
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は、

た
と
え
て
い
え
ば
「
自
に
見
え
な
い
櫨」

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

限
ら
れ
た
範
囲
に
安
住

し
て
い
る
限
り、

そ
の
櫨
は
見
え
・な
い
し、

そ
の
鉄
格
子
が
気
に
な
る
こ
と
も
な
い
。

し
か
し
、

い
っ
た

ん
立
ち
上
が
り、

み
ず
か
ら
の
信
じ
る
と
と
ろ
に
従
っ
て
裁
判
や
研
究
を
行
お
う
と
す
れ
ば
、

た
ち
ま

ち
、

見
え
な
か
っ
た
鉄
格
子
に
ぶ
つ
か
る
と
と
に
な
る
。

近
年、

裁
判
官
を
や
め
る
人
が
昔
に
比
べ
て
多
く
な
っ
て
い
る
と
聞
く
。

そ
れ
も、

比
較
的
優
秀
な
裁

判
官
が
や
め
て
い
く
傾
向
が
強
い
と
い
わ
れ
る
。

統
計
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
具
体
的
な
数
を
示
す

と
と
が
で
き
な
い
の
が
残
念
だ
が
、

私
も、

確
か
に
そ
う
い
う
傾
向
は
あ
る
と
思
う
。

少
な
く
と
も、
「
司
法
研
修
所
時
代
の
友
人
で
あ
っ
た
裁
判
官
た
ち
か
ら
、

退
官
し
て
弁
護
士
に
な
り

た
い
が
ど
う
だ
ろ
う
か
と
か
、

そ
の
場
合
適
切
な
事
務
所
を
紹
介
し
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
か
な
ど
と
い

っ
た
相
談
を
受
け
る
こ
と
が
、

最
近
は
多
く
な
り
ま
し
た
ね
」

と
い
う
言
葉
を、

私
は、

複
数
の
ヴ
ェ
テ

ラ
ン
弁
護
士
か
ら
聞
い
て
い
る
。

私
自
身
も、

大
学
人
に
転
身
し
て
か
ら
後、
「
瀬
木
さ
ん
、

よ
か
っ

た

ね
。

僕
も、

今
だ
っ
た
ら
も
う
絶
対
に
任
宮
し
な
い
よ
」

と
い
う
言
葉
を、

複
数
の
裁
判
官
か
ら
も
ら
っ

て
い
る
。

最
高
裁
判
所
調
査
官
や
事
務
総
局
課
長
経
験
者
に
つ
い
て
さ
え
近
年
は
裁
判
所
に
見
切
り
を
付

け
て
退
官
す
る
人
が
出
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

な
お、

私
自
身
は、

前
記
の
と
お
り、

い
つ
か
研
究
者
に
転
身
し
た
い
と
い
う
の
が
既
に
一

五
年
来
の

希
望
で
あ
り
計
画
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
に
し
て
も、

民
事
保
全
法
か
ら
民
事
訴
訟、

民
事
訴
訟
法
や
司
法

制
度
論
に
研
究
の
主
要
な
分
野
を
移
し
て
以
来
の
裁
判
官
生
活
最
後
の
一

0
年
間、

と
の
見
え
な
い
槌
の

存
在
を
つ
く
づ
く
思
い
知
ら
さ
れ、

そ
の
結
果、

研
究、

教
育、

執
筆
に
専
念
し
た
い
と
い
う
思
い
が
急

速
に
募
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

日
本
の
社
会
に
は、

そ
れ
な
り
に
成
熟
し
た
基
本
的
K
民
主
的
在
社
会
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、

非

常
に
息
苦
し
い
側
商、

雰
囲
気
が
あ
る
。

そ
の
理
由
の
一

つ
に
、
「
法
な
ど
の
明
確
な
規
範
に
よ
っ
て
し
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て
は
な
ら
な
い
と
と
」
の
内
側
に
、
「
し
で
も
か
ま
わ
な
い
こ
と
に
は
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
本
当
は
し

な
い
ほ
う
が
よ
い
こ
と
」
の
み
え
な
い
ラ
イ
ン
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
デ
モ
も
、

市
民
運
動
も
、
国
家
や
社
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
、
論
じ
る
こ
と
も
、
第

一
の
ラ
イ
ン
に
は
触
れ
な

い
が
、
第
二
の
ラ
イ
ン
に
は
微
妙
に
触
れ
て
い
る
。
反
商
、
そ
の
結
果
、
そ
の
ラ
イ
ン
を
超
え
る
の
は
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ

っ
て
導
か
れ
る
集
団
、
い
わ
ゆ
る
左
翼
や
左
派
、
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
色

彩
の
強
い
正
義
派
だ
け
と
い
う
と
と
に
な
り
、
普
通
の
国
民
、
市
民
は
、
第
二
の
ラ
イ
ン
を
超
え
る
と
と

自
体
に
対
し
て
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
テ
l
マ
に
興
味
を
も
ち
、
考
え
、
論
じ
、
行
動
す
る
と
と
自
体
に

対
し
て
、

一
種
の
ア
レ
ル
ギ
ー
を
起
乙
す
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
不
幸
念
事
態
で
あ
る
。

と
れ
は
、
日
本
の
論
壇
に
お
お
む
ね
右
翼
に
近
い
保
守
派
と
左
派
し
か
お
ら
ず
、
民
主
社
会
に
お
け
る

言
論
の
自
由
を
守
る
中
核
た
る
べ
き
自
由
主
義
者
は
も
ち
ろ
ん
、
本
当
の
意
味
で
の
保
守
主
義
者
す
ら
少

な
い
と
い
う
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
日
本
の
裁
判
所
は
、
先
の
第
ニ
の
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
固
ま
れ
る
領
域
が
き
わ
め
て
狭
く
限
定

さ
れ
て
い
る
社
会
で
あ
り
、
ま
た
、
第
二
の
ラ
イ
ン
を
超
え
た
場
合
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
触
れ
た
場
合
の

排
除
、
懲
罰
、
報
復
が
き
わ
め
て
過
酷
な
社
会
な
の
で
あ
る
。

ソ
ル
ジ
ェ
ニ

l
ツ
イ
ン
の
小
説
や
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
、
シ
ョ
ス
タ
ヨ

l
ヴ
ィ
チ
の
音
楽
や
自
伝
（
S
・ヴ

オ
ル
コ
フ
編
、
水
野
忠
夫
訳
『
シ
ヨ
ス
タ
コ
l
ヴ
イ
チ
の
謹
言
』
中
公
文
康
）
は
、
裁
判
官
を
務
め
な
が
ら
そ
れ
ら
に
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接
す
る
と
、
実
に
身
に
つ
ま
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
日
本
の
裁
判
所
は
、
実
は
、
『
裁
判
所
」
な
ど
で
は

な
く
、
精
神
的
被
拘
束
者
、
制
度
の
奴
隷

・
囚
人
た
ち
を
収
容
す
る
「
日
本
列
島
に
点
々
と
散
ら
ば
っ
た

ソ
フ
ト
な
収
容
所
群
島
」
に
す
、
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

そ
の
構
成
員
が
精
神
的
奴
隷
に
近
い
境
遇
に
あ
り
な
が
ら
、
ど
う
し
て
、
人
々
の
権
利
や
自
由
を
守
る

と
と
が
で
き
よ
う
か
？
み
ず
か
ら
の
基
本
的
人
権
を
ほ
と
ん
ど
剥
奪
さ
れ
て
い
る
者
が
、
ど
う
し
て
、

国
民
、
市
民
の
基
本
的
人
権
を
守
る
と
と
が
で
き
よ
う
か
？

と
れ
は
、
笑
え
な
い
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。

そ
し
て
、
裁
判
所
が
そ
の
よ
う
な
組
織
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
第
4
章
で
論
じ
る
よ
う
な
何
ら
か
の

困
難
な
法
的
、
価
値
的
問
題
を
含
む
事
件
に
つ
い
て
、
こ
と
に
行
政
や
立
法
に
対
す
る
司
法
の
チ
ェ
ッ
ク

機
能
が
関
わ
れ
る
よ
う
な
事
件
に
つ
い
て
、
裁
判
官
が
そ
れ
な
り
に
自
分
の
考
え
方
に
よ
っ
た
、
つ
ま

り
、
日
本
の
裁
判
官
の
裁
判
と
し
て
は
か
な
り

「思
い
切
っ
た
」
判
断
を
行
い
う
る
場
合
は
、
以
下
の
と

お
り
非
常
に
限
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
く
る
。

第
一
は
、
頂
点
、
つ
ま
り
最
高
裁
判
事
に
昇
り
詰
め
た
人
々
で
あ
る
。
し
か
し
、

ζ

の
人
た
ち
の
判
断

が
、
よ
く
て
も
体
裁
を
繕
っ
た
限
界
の
大
き
い
も
の
で
あ
る
場
合
が
多
い
の
は
、
第
2
章
で
述
べ
た
と
お

り
で
あ
る
。
第
二
に
、
も
う
現
在
の
ポ
ス
ト
か
ら
上
に
は
行
か
な
い
が
転
勤
も
な
い
と
事
実
上
決
ま
っ
た

高
裁
の
裁
判
長
で
あ
る
。
東
京
高
裁
に
意
外
K
果
敢
な
判
断
が
出
る
こ
と
が
多
い
の
は
こ
れ
が
大
き
な
理
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由
で
あ
る
。
第
三
に
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
や
が
て
退
官
す
る
と
決
意
し
た
裁
判
官
の
判
断
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
と
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
段
階
で
裁
判
官
が
前
記
の
よ
う
な
事
件
に
め
ぐ
り
合
い
、

ま
た
、
果
敢
な
判
断
を
行
う
だ
け
の
気
力
が
残
っ
て
い
た
場
合
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
と
れ
ら

以
外
の
ケ
l
ス
は
か
な
り
ま
れ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

と
う
し
た
事
態
は
健
康
的
な
も
の
で
は
な
い
。
多
く
の
場
合
、
裁
判
官
は

「み
ず
か
ら
の
良
心
」
に
従

っ
た
裁
判
を
し
て
い
な
い
と
と
に
な
る
し
、
ま
た
、
先
K
例
を
挙
げ
た
よ
う
な
限
ら
れ
た
場
合
に
つ
い
て

は
、
基
本
的
に
は
評
価
す
べ
き
判
断
が
多
い
と
し
て
も
、
時
と
し
て
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
的
な
傾
向
を
帯

び
た
り
、
個
人
的
な
考
え
方
や
価
値
観
を
そ
の
ま
ま
む
き
出
し
に
し
て
、
極
端
に
走
っ
た
り
、
バ
ラ
ン
ス

の
悪
い
も
の
に
な
っ
た
り
す
る
危
険
性
も
ま
た
あ
る
か
ら
だ
。
東
京
高
裁
の
特
定
の
部
で
は
、
良
く
も
悪

し
く
も
ど
ん
な
判
決
が
出
る
か
全
く
予
測
が
つ
か
ず
、
常
に
ひ
や
ひ
や
も
の
で
あ
る
、
な
ど
と
い
っ
た
感

想
を
弁
護
士
か
ら
聞
く
と
と
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
傾
向
の
一
つ
の
現
れ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
裁
判
を
行
う
裁
判
官
の
精
神
が
圧
迫
さ
れ
て
い
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
、
本
来
あ
る
べ

き
適
正
、
公
正
な
判
断
の
形
が
ゆ
が
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

日
本
国
憲
法
第
七
六
条
に
輝
か
し
い
言
葉
で
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
本
来
、
「
す
べ
て
裁
判
官
は
、

そ
の
良
心
に
従
い
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
い
、

ζ

の
憲
法
及
び
法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ
る
」
と
と
が
必

要
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
裁
判
官
の
実
態
は
、
「
す
べ
て
成
判
官
は
、
以
尚
此
と
恨
防
総
同
に
従
順
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し
て
そ
の
職
権
を
行
い
、
も
つ
ば
ら
組
織
の
提
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
拘
束
さ
札
る
』
乙
と
に
な
っ

て
お
り
、
憲
法
の
先
の
条
文
は
、
完
全
に
愚
弄
さ
れ
、
踏
み
に
じ
ら
れ
て
い
る
。

「櫨
」
の
中
の
裁
判
宮
た
ち
H
精
神
的

「収
容
所
群
島
」
の
囚
人
た
ち
、
と
い
う
私
の
比
喰
の
意
味
が
、

お
わ
か
り
い
た
だ
け
た
で
あ
ろ
う
か
？
あ
な
た
が
裁
判
所
の
門
を
く
ぐ
る
と
き
、
あ
な
た
を
裁
く
裁
判

官
は
、
実
は
、
そ
の
よ
う
な
人
々
な
の
で
あ
る
。

裁
判
所
の
官
僚
化
の
歴
史
と
そ
の
完
成

と
と
で
、
日
本
の
裁
判
所
の
官
僚
化
の
歴
史
K
つ
い
て
、
簡
潔
に
触
れ
て
お
と
う
（
詳
細
が
知
り
た
い
方

に
は
、
山
本
祐
司
『
最
高
裁
物
語
』
〔
講
談
社
＋

α
文
庫
〕
を
お
す
す
め
す
る
）
。

日
本
の
裁
判
所
の
組
織
は
、
と
れ
ま
で
に
論
じ
て
き
た
と
お
り
本
来
民
主
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い

が
、
戦
後
は
、
そ
れ
な
り
に
新
し
い
方
向
が
模
索
さ
れ
た
時
期
も
あ
り
、

一
時
は
、
リ
ベ
ラ
ル
派
の
裁
判

官
が
最
高
裁
の
多
数
派
を
占
め
た
と
と
も
あ
っ
た
。

と
と
ろ
が
、
最
高
裁
判
決
の
リ
ベ
ラ
ル
化
、
こ
と
に
公
務
員
の
争
議
行
為
を
刑
罰
か
ら
解
放
す
る
方
向

の
判
決
が
出
た
と
と
に
大
き
な
危
機
意
識
を
抱
い
た
自
民
党
は
、
右
翼
的
な
考
え
方
の
持
主
で
あ
る
石
田

純
ザ
氏
を
最
高
裁
長
官
に
据
え
た
。
石
田
長
官
（
任
期
は
一
九
六
九
年
か
ら

一
九
七
三
年
ま
で
）
は
、
自

民
党
の
思
惑
ど
お
り
、
当
時
の
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
多
数
派
で
あ
っ
た
リ
ベ
ラ
ル
派
を

一
掃
す
る
人
事
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機
判
所
に
お
け
る
人
事
の
実
情

と
の
章
で
は
、
ま
ず
、
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
上
層
部
人
事
の
実
情
に
つ
い
て
分
析
し
て
お
き

た
い
。

良
識
派
は
上
に
は
い
け
な
い
と
い
う
の
は
官
僚
組
織
、
あ
る
い
は
組
織
一
般
の
常
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
企
業
で
あ
れ
ば
、
上
層
部
が
あ
ま
り
に
腐
敗
す
れ
ば
業
績
に
響
く
か
ら
、

一
定
の
自
浄
作
用
が
は

た
ら
く
。

と
と
ろ
が
、
官
僚
組
織
に
は
と
の
自
浄
作
用
が
期
待
で
き
ず
、
劣
化
、
腐
敗
は
と
ど
ま
る
と
と

ろ
を
知
ら
な
い
と
い
う
と
と
に
な
り
や
す
い
。
だ
か
ら
と
そ
、
裁
判
所
の
よ
う
な
、
国
民
、
市
民
の
権
利

に
直
接
に
関
わ
る
機
関
に
つ
い
て
は
、
と
う
し
た
組
織
の
問
題
を
よ
く
監
視
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
o

ま
た
、

だ
か
ら
と
そ
、
裁
判
所
の
官
僚
組
織
か
ら
の
脱
却
、
人
事
の
客
観
化
と
透
明
化
、

そ
し
て
法
曹

一
元
制
度
へ
の
移
行
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

私
が
若
か
っ
た
と
ろ
に
は
、
裁
判
官
の
間
に
は
、
ま
だ
、
「
生
涯
一
裁
判
官
」
の
気
概
が
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
裁
判
官
を
尊
敬
す
る
気
風
も
、
あ
る
程
度
は
存
在
し
た
よ
う
に
思
う
。

ま
た
、
裁
判
官
の
中
の
最
多
の
部
分
、
中
間
層
に
は
、
少
・
な
く
と
も
て
い
ね
い
に
、
誠
実
に
仕
事
を
す

る
と
い
う
長
所
が
あ
っ
た
と
思
う
。

さ
ら
に
、
裁
判
官
の
中
に
は
、
確
か
に
、
品
性
の
あ
る
、
紳
士
の
名
に
値
す
る
よ
う
な
人
物
も
か
な
り

存
在
し
た
と
思
う
。

し
か
し
、

ニ
0
0
0
年
代
以
降
の
裁
判
所
の
流
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
気
概
や
気
風
を
も
ほ
ぼ
一
掃
し
て

し
ま

っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

現
在
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ

l
の
裁
判
官
が
行
っ
て
い
る
の
は
、
裁
判
と
い
う
よ
り
は
、
「
事
件
」
の

「処

理
」
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
ら
自
身
、
裁
判
官
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、

「裁
判
を
行
っ
て
い
る
官
僚、

役
人
」
、
「
法
服
を
着
た
役
人
」
と
い
う
ほ
う
が
そ
の
本
質
に
ず
っ
と
近
い
。

「先
月
は
和
解
で

一
二
件
も
落
と
し
た
」、
「今
月
の
新
件
の
最
低
三
割
は
和
解
で
落
と
さ
な
い
と
き
つ

い
」
な
ど
と
い

っ
た
裁
判
官
の
日
常
的
な
言
動
に
端
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
事
者
の
名
前
も
顔
も

個
性
も
、
そ
の
願
い
も
思
い
も
悲
し
み
も
、
彼
ら
の
念
頭
に
は
な
い
。
当
事
者
の
名
前
な
ど
は
、
は
し
が

き
に
も
記
し
た
と
お
り
、
訴
訟
記
録
や
手
控
え
の
片
隅
に
記
さ
れ
た

一
つ
の
「
記
号
」
に
す
、ぎ
ず
、
問
題

な
の
は
、
事
件
処
理
の
数
と
ス
ピ
ー
ド
だ
け
な
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
裁
判
官
の
姿
勢
か
ら
、
第
4
章
で
詳
し
く
論
じ
る
と
と
ろ
の
、
困
難
な
法
律
判
断
の
回
避

や
和
解
の
強
要
と
い
っ
た
日
本
の
民
事
裁
判
特
有
の
問
題
、
あ
る
い
は
、
令
状
、
と
と
に
勾
留
状
の
甘
過

ぎ
る
発
布
や
検
察
官
追
随
姿
勢
が
生
み
出
す
菟
罪
等
の
日
本
の
刑
事
裁
判
特
有
の
問
題
が
生
じ
て
く
る
の

は
、
あ
ま
り
に
も
当
然
の
結
果
で
あ
る
。

「太
平
洋
戦
争
K
な
だ
れ
込
ん
で
い

っ
た
と
き
の
日
本
に
つ
い
て
、
数
年
の
う
ち
に
リ
ベ
ラ
ル
な
人
々
が
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何
と
な
く
姿
を
消
し
て
い
き
、

全
体
と
し
て
み
る
み
る
う
ち
に
腐
っ
て
い
っ
た
と
い
う
話
を
聞
き
ま
す
。

国
レ
ヴ
ェ
ル
で
も
そ
う
な
の
で
す
か
ら
、
裁
判
所
と
い
う
組
織
が
全
体
と
し
て
腐
っ
て
い
く
の
は
、
よ
り

あ
り
う
る
と
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
」

と
い
う
あ
る
学
者
の
コ
メ
ン
ト
が
、
二

0
0
0年
代
以
降
の
裁
判
所
の
状
況
を
的
確
に
表
現
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

現
在
の
人
事
の
状
況
に
つ
い
て
あ
る
程
度
具
体
的
に
論
じ
て
み
た
い
〈
な
お
、
裁
判
官
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の

詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
3
章
の
自
国
頭
で
論
じ
て
い
る
の
で
、
必
要
が
あ
れ
ば
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
）
。

ま
ず
、
多
少
な
り
と
も
個
性
的
な
裁
判
官
、
自
分
の
考
え
方
を
も
ち
そ
れ
を
主
張
す
る
裁
判
官
、
研
究

を
行
っ
て
い
る
裁
判
官
は
、
高
裁
長
官
に
は
な
れ
な
い
（
高
裁
長
官
は
全
国
に
八
名
。
最
高
裁
判
事
に
次
ぐ
ポ
ス

ト
で
あ
る
）
。
た
と
え
、
上
昇
志
向
が
強
く
、
大
筋
で
は
裁
判
所
組
織
の
要
請
に
従
い
、
む
し
ろ
そ
れ
を
主

導
し
て
き
た
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
て
さ
え
も
で
あ
る
。
具
体
的
な
人
選
を
み
て
い
る
と
、
そ
の
と
と
が
非

常
に
よ
く
わ
か
る
。

判
決
や
論
文
等
で
そ
れ
な
り
の
（
つ
ま
り
、
最
高
裁
が
暗
黙
の
内
に
公
認
し
て
い
る
方
向
と
は
異
在
っ

た
）
意
見
を
表
明
し
て
き
た
よ
う
な
人
物
で
あ
る
と
、
そ
れ
以
前
に
、
た
と
え
ば
所
長
に
な
る
の
が
同
期

の
ほ
か
の
人
間
よ
り
何
年
も
遅
れ
、
一
つ
の
期
に
つ
い
て
相
当
数
存
在
す
る
所
長
候
補
者
の
問
で
最
後
に

因
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
所
長
候
補
者
か
ら
外
さ
れ
る
な
ど
の
形
で
不
利
益
を
被
る
ζ

と
に
な
る
。
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ま
た
、
同
等
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
ポ
ス
ト
に
あ
る
人
物
に
つ
W
て
露
骨
に
建
を
付
け
る
と
W

9
有

過

調

に

は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
不
自
然
な
人
事
も
あ
る
。
私
の
よ
く
知
っ
て
い
る
あ
る
期
（
前
記
の
と
お
り
、

司
法
研
修
所
修
了
の

『期
」
）
の
東
京
地
裁
民
事
と
刑
事
の
所
長
代
行
に
関
す
る
人
事
を
例
に
し
て
説
明
し
よ

う。

一
方
は
裁
判
官
と
し
て
の
実
績
が
あ
り
弁
護
士
か
ら
も
か
な
り
評
価
さ
れ
て
い
る
人
物
、

一
方
は
追

随
姿
勢
で
取
り
立
て
ら
れ
た
中
身
に
乏
し
い
人
物
で
あ
っ
た
。
と
と
ろ
が
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
に
対

し
て
も
自
分
な
り
の
意
見
を
述
べ
て
い
た
前
者
が
遠
方
の
所
長
に
、
後
者
が
東
京
近
辺
の
所
長
に
、
そ
れ

ぞ
れ
異
動
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
の
人
事
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法
学
者
の
聞
か
ら
さ
え
奇
妙
だ
と

い
う
声
が
聞
か
れ
た
。
と
れ
は

一
種
の
見
せ
し
め
人
事
な
の
で
あ
る
が
、
「
事
務
総
局
の
方
針
に
意
見
な

ど
述
べ
ず
黙
っ
て
服
従
し
な
い
と
と
う
な
る
ぞ
」
と
い
う
脅
し
の
効
果
は
絶
大
で
あ
る
。
な
お
、
「
事
務

総
局
に
逆
ら
う
と
」
と
い
っ
た
レ
ヴ
ェ
ル
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
白
先
の
人

物
も
、
た
だ
、
「
自
分
の
意
見
を
述
べ
た
」
だ
け
で
あ
り
、
と
と
さ
ら
に
逆
ら
っ
て
な
ど
い
な
い
。

私
は
、
第
3
章
で
論
じ
る
と
お
り
、
現
在
の
裁
判
所
は

一
種
の
柔
構
造
全
体
主
義
体
制
、
日
本
列
島
K

点
々
と
散
ら
ば
る
「
精
神
的
な
収
容
所
群
島
」
（
な
お
、

『収
容
所
群
島
』
は
、
旧
ソ
連
の
作
家
ソ
ル
ジ
エ
ニ
1
ツ
イ

ン
に
よ
る
、
強
制
収
容
所
に
関
す
る
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
タ
イ
ト
ル
）
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る

が
、
そ
の

一
つ
の
現
れ
が
こ
う
し
た
事
態
で
あ
る
。
自
由
主
義
、
個
人
主
義
、
個
人
の
意
見
、
創
造
的
な

研
究
、
飾
り
物
の
域
を
超
え
る
教
養
、
も
っ
と
い
え
ば
、
事
務
総
局
に
対
し
て
単
に
意
見
を
述
べ
る
と
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と
、
「
そ
う
し
た
事
柄
自
体
が
け
し
か
ら
ん
。
そ
う
い
う
奴
ら
が
憎
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
落
ち
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
裁
判
所
に
お
け
る
上
層
部
人
事
の
あ
り
方
全
般
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
？

私
の
知
る
限
り
、
や
は
り
、
良
識
派
は
、
ほ
と
ん
ど
が
地
家
裁
所
長
、
高
裁
裁
判
長
止
ま
り
で
あ
り
、

高
裁
長
官
に
な
る
人
は
ご
く
わ
ず
か
、
絶
対
に
事
務
総
長
に
は
な
ら
な
い
（
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
の
ト

ッ
プ
で
あ
る
と
の
ポ
ス
ト
は
、
最
高
裁
長
官
の
言
う
と
と
な
ら
何
で
も
聴
く
、
そ
の
靴
の
裏
で
も
紙
め
る

と
い
っ
た
骨
の
髄
か
ら
の
司
法
官
僚
、
役
人
で
な
け
れ
ば
、
到
底
務
ま
ら
な
い
）
し
、
最
高
裁
判
事
に
な

る
人
は
稀
有
、
と
い
う
こ
と
で
間
違
い
が
な
い
と
思
う
。

そ
ん
な
と
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
方
は
、
も
し
も
弁
護
士
や
学
者
の
よ
う
に
裁
判
官
の
知
り
合
い
が

い
る
人
で
あ
れ
ば
、
自
分
の

一
番
信
頼
し
て
い
る
裁
判
官
や
元
裁
判
官
を
選
ん
で
、
「
本
当
の
と
と
ろ
ど

う
な
ん
で
す
か
？
私
を
信
頼
し
て
教
え
て
下
さ
い
ま
せ
ん
か
？
」
と
尋
ね
て
み
る
と
い
い
。
大
筋
同
様

の
答
え
が
返
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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最
高
裁
判
事
の
性
格
類
型
別
分
析

そ
れ
で
は
、
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
裁
判
官
か
ら
最
高
裁
判
事
に
な
っ
て
い
る
人
々
（
通
常
六

名
、
現
在
は
学
者
を
経
た
後
記
の
女
性
判
事
が
い
る
の
で
七
名
で
あ
る
が
、
と
れ
は
変
則
で
あ
る
）
は
、
ど
の
よ
う
な
人

物
な
の
だ
ろ
う
か
？

こ
の
よ
う
な
と
と
は
過
去
に
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
た
と
と
が
な
い
と
思
う
が
、
最
高
裁
判
事
は
、
大
臣
同

様
公
人
中
の
公
人
で
あ
る
以
上
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
苧
評
価
を
受
け
る
こ
と
は
本
来
当
然
で
あ
り
、
む
し

ろ
民
主
制
の
下
で
は
そ
れ
が
あ
る
べ
き
姿
で
あ
ろ
う
（
大
臣
な
ど
は
き
わ
め
て
厳
し
い
分
析
や
批
評
を
受
け
る
の
が

普
通
で
あ
る
）
し
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
念
と
と
を
論
じ
る
た
め
に
必
要
な
知
識
、
情
報
を
も
っ
た
学
者
は
私

以
外
ま
ず
い
な
い
と
思
う
の
で
、
あ
え
て
論
じ
て
お
き
た
い
。

お
お
ま
か
に
四
つ
の
性
格
類
型
に
分
類
で
き
る
と
思
う
。

か
げ

A
類
型

人
間
と
し
て
の
味
わ
い
、
ふ
く
ら
み
や
贈
り
を
も
含
め
た
そ
う
し
た
個
性
豊
か
な
人
物

五

%

私
が
直
接
、
間
接
に
人
柄
を
知
っ
て
い
る
三

O
人
の
中
で
は

一
人
だ
け
で
あ
り
、
本
当
は
五
%
に
満
た

な
い
の
だ
が
、
あ
ま
り
細
か
く
し
て
も
仕
方
が
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
五
%
と
し
て
お
く
。

ζ

の
方
は
、
事
務
総
局
系
の
裁
判
官
で
は
な
い
。
何
事
に
対
し
て
も
一
定
の
見
識
と
意
見
を
も
っ
て
い

た
し
、
人
間
的
在
温
か
み
も
あ
っ
た
。
「
最
高
裁
調
査
官
に
本
来
決
裁
制
度
な
ど
作
る
べ
き
で
は
な
い
。

判
事
と
調
査
官
が
二
人
で
よ
く
話
し
合
っ
て
ベ
タ
！
な
結
論
を
探
っ
て
い
け
ば
よ
い
こ
と
だ
」
、
「
私
は
裁

判
官
出
身
の
最
高
裁
判
事
で
あ
り
、
公
人
中
の
公
人
な
の
だ
か
ら
、
自
分
の
意
見
は
判
決
の
中
で
だ
け
述

べ
た
い
。
そ
こ
に
残
ら
ず
表
し
た
い
」
な
ど
が
私
の
聴
い
た
彼
の
言
葉
で
あ
る
。
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か

た
っ

事
務
総
局
中
心
体
制
｜
｜
上
命
下
服
、上
意
下
達
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

日
本
の
裁
判
所
の
最
も
目
立
っ
た
特
徴
と
は
何
か
？
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
、
事
務
総
局
中
心
体
制
で

あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
、
上
命
下
服
、
上
意
下
達
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
で
あ
る
。

ま
ず
、
と
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
実
態
に
つ
い
て
簡
単
に
解
説
し
て
お
と
う
。

頂
点
に
は
、
最
高
裁
長
官
と
一
四
名
の
最
高
裁
判
事
が
い
る
（
な
お
、
双
方
を
合
わ
せ
て
呼
ぶ
と
き
に
は
最
高

裁
判
所
裁
判
官
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
な
る
が
、

ζ

の
書
物
で
は
、
わ
か
り
や
す
さ
の
観
点
か
ら
、
そ
の
意
味
で
も
「
最
高
裁

判
事
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
）
。
次
が
高
等
裁
判
所
長
官
。
全
国
に
八
名
お
り
、
序
列
は
、
東
京
、
大

阪
、
名
古
屋
、
広
島
、
福
岡
、
仙
台
、
札
幌
、
高
松
の
順
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
東
京
、
大
阪
の

高
裁
長
官
は
、
そ
れ
以
外
の
高
裁
長
官
よ
り
も
最
高
裁
入
り
す
る
と
と
が
多
い
。
次
が
東
京
、
大
阪
等
の

大
都
市
の
地
家
裁
所
長
（
同
じ
場
所
の
地
裁
は
家
裁
よ
り
格
が
上
。
な
お
、
裁
判
所
法
上
は
、
最
高
裁
判
所
以
外
の
裁
判

所
の
裁
判
官
の
種
類
は
、
高
裁
長
官
、
判
事
、
判
事
補
、
簡
裁
判
事
だ
け
で
あ
り
、
地
家
裁
所
長
は
、
司
法
行
政
事
務
の
総
括

者
K
す
ぎ
な
い
）
と
東
京
高
裁
の
裁
判
長
、
少
し
後
れ
て
大
阪
高
裁
の
裁
判
長
で
あ
ろ
う
か
。
と
の
あ
た
り

か
ら
序
列
は
著
し
く
細
か
く
な
り
、
は
っ
き
り
い
っ
て
、
人
事
に
あ
ま
り
興
味
の
な
か
っ
た
私
に
は
詳
細

は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
時
K
応
じ
あ
る
程
度
は
揺
れ
動
く
に
せ
よ
原
則
と
し
て
は
定
ま
っ
た
、

厳
然
た
る
微
細
な
序
列
が
あ
る
と
と
は
間
違
い
が
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
次
が
そ
れ
以
外
の
地
家
裁
所

長
と
そ
れ
以
外
の
高
裁
裁
判
長
。
そ
し
て
高
裁
支
部
長
と
地
家
裁
大
支
部
の
支
部
長
。
次
が
地
家
裁
裁
判

長
と
高
裁
の
右
陪
席
。
そ
の
格
付
け
に
は
全
国
で
か
な
り
大
き
な
差
が
あ
る
。
次
が
高
裁
の
左
陪
席
と
地

家
裁
の
右
陪
席
。
最
後
が
地
家
裁
の
左
陪
席
と
な
る
。
大
支
部
以
外
の
地
家
裁
支
部
長
は
地
家
裁
右
陪
席

ク
ラ
ス
ま
で
広
が
る
。
な
お
、
新
任
判
事
補
の
任
地
は
、
か
つ
て
は
お
お
む
ね
成
績
を
第
一
の
基
準
と
し

て
東
京
か
ら
順
に
並
べ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
近
年
は
微
妙
に
な
っ
て
お
り
、

一
一
般
に
は
い
え
な
い
。

と
れ
と
は
別
に
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
に
は
事
務
総
長
、
局
長
、
課
長
、
局
付
が
お
り
、
最
高
裁
判

所
調
査
官
と
し
て
は
首
席
、
上
席
、
普
通
の
調
査
官
が
お
り
、
司
法
研
修
所
に
は
所
長
、
上
席
、
事
務
局

長
、
普
通
の
教
官
が
お
り
、
裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
は
司
法
研
修
所
K
準
じ
、
ま
た
、
各
高
裁
に
は
事

務
局
長
が
い
る
。
格
付
け
と
し
て
は
、
事
務
総
長
、
首
席
調
査
官
、
司
法
研
修
所
長
は
高
裁
長
官
に
準

じ
、
事
務
総
局
局
長
は
所
長
に
準
じ
、
同
課
長
、
最
高
裁
判
所
調
査
官
、
司
法
研
修
所
教
官
の
比
較
的
上

の
ほ
う
は
東
京
地
裁
裁
判
長
と
同
ク
ラ
ス
、
高
裁
事
務
局
長
は
そ
の
所
在
地
地
裁
裁
判
長
と
同
ク
ラ
ス
、

と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
法
務
省
本
省
や
各
法
務
局
に
出
向
し
て
い
る
裁
判
官
に
も
、
と

れ
に
準
じ
た
細
か
な
序
列
が
あ
る
。

思
い
出
し
な
が
ら
書
い
て
い
て
も
胸
が
悪
く
な
り
そ
う
な
気
が
す
る
の
だ
が
、
と
う
し
た
、
相
撲
の
番

付
表
K
も
似
た
裁
判
官
の
細
か
な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
は
、
裁
判
所
法
を
み
て
も
決
し
て
わ
か
ら
な
い
。
日
本

の
裁
判
所
が
お
よ
そ
平
等
を
基
本
と
す
る
組
織
で
は
な
く
む
し
ろ
そ
の
逆
で
あ
る
と
と
は
、
よ
く
よ
く
頭
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に
入
れ
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。

さ
て
、
先
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
ト
ッ
プ
に
位
置
す
る
最
高
裁
長
官
は
、
原
則
と
し
て
、
め
っ
た
に
開
か

b
よ
〈
せ
つ

れ
な
い
大
法
廷
の
裁
判
忙
し
か
関
与
し
な
い
か
ら
、
そ
の
主
な
仕
事
は
、
司
法
行
政
の
統
轄
、
よ
り
直
裁

に
い
え
ば
、
司
法
行
政
を
通
じ
て
裁
判
所
の
職
員
全
体
、
と
り
わ
け
裁
判
官
を
支
配
、
統
制
す
る
こ
と
で

あ
る
。
制
度
の
建
前
上
は
と
も
か
く
、
実
際
上
の
最
高
裁
長
官
の
権
力
、
権
限
は
、
ほ
か
の
最
高
裁
判
事

よ
り
も
格
段
に
大
き
い
。

一
九
八

0
年
代
以
降
に
限
る
と
、
そ
の
全
員
が
、
事
務
総
局
系
の
裁
判
官
出
身

で
あ
り
、
ま
た
、
九
名
中
四
名
が
事
務
総
長
経
験
者
で
あ
る
。

一
四
名
の
最
高
裁
判
事
の
う
ち
裁
判
官
出
身
者
（
前
記
の
と
お
り
通
常
六
名
〉
は
、
近
年
は
ほ
ぼ
全
員
が
事

務
総
局
系
で
あ
る
。

事
務
総
局
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
事
務
総
長
は
最
高
裁
長
官
の
直
属
、
腹
心
の
部
下
で
あ
り
、
そ
の
ポ
ス
ト

は
最
高
裁
長
官
、
最
高
裁
判
事
へ
の
最
も
確
実
な
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
が
最
高
裁
判
事
に
な
っ

て
お
り
、
歴
代
裁
判
官
出
身
最
高
裁
長
官
の
約
半
分
を
も
占
め
る
。
前
記
の
と
お
り
、
「
最
高
裁
長
官
の

言
う
と
と
な
ら
何
で
も
聴
く
、
そ
の
靴
の
裏
で
も
紙
め
る
」
と
い
っ
た
骨
の
髄
か
ら
の
司
法
官
僚
、
役
人

で
な
け
れ
ば
、
絶
対
に
務
ま
ら
な
い
。
最
高
裁
長
官
の
い
る
席
で
は
「
忠
臣
」
と
し
て
小
さ
く
か
し
と
ま

っ
て
い
る
が
、
そ
の
権
力
は
絶
大
で
あ
り
、
各
局
の
局
長
た
ち
に
対
し
て
長
官
の
命
令
を
具
体
化
し
て
伝

え
て
い
る
。
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行
政
官
庁
の
局
長
に
は
、
か
な
り
の
程
度
の
裁
量
権
が
あ
る
が
、
事
務
総
局
の
局
長
に
は
、
そ
ん
な
も

の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
最
高
裁
長
官
の
意
向
に
黙
っ
て
従
う
「
組
織
の
大
き
な
歯
車
」
に
す
ぎ
な
い
。
と

の
と
と
に
つ
い
て
は
、
私
は
、
そ
の
よ
う
な
内
容
の
愚
痴
を
あ
る
局
長
が
と
ぼ
し
て
い
た
の
を
実
際
に
聞

い
た
と
と
が
あ
り
、
間
違
い
は
な
い
は
ず
だ
。
当
然
、
局
長
の
部
下
で
あ
る
と
と
ろ
の
、
局
付
は
も
ち
ろ

ん
課
長
で
さ
え
、
本
質
的
に
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
命
令
さ
れ
る
「
若
造
、
小
僧
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。

と
と
ろ
が
、
事
務
総
局
の
外
、
つ
ま
り
現
場
の
裁
判
官
た
ち
と
の
関
係
で
は
、
事
務
総
局
の
権
力
と
権

威
は
、
そ
の
ト
ッ
プ
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
総
体
と
し
て
も
決
定
的
に
強
大
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
先
に
も
記
し
た
と
お
り
、
倣
慢
な
局
長
で
あ
れ
ば
地
家
裁
所
長
、
東
京
地
裁
所
長
代
行
ク

ラ
ス
の
先
輩
裁
判
官
た
ち
に
さ
え
命
令

P調
で
接
す
る
と
と
が
あ
り
う
る
し
、
課
長
た
ち
の
地
家
裁
裁
判

長
た
ち
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
と
と
が
い
え
る
。

と
れ
に
応
じ
て
、
所
長
た
ち
の
上
向
き
、
事
務
総
局
向
き
の
姿
勢
も
き
わ
め
て
顕
著
で
あ
り
、
そ
の
結

果
と
し
て
、
自
分
の
裁
判
所
の
裁
判
長
は
鼻
で
あ
し
ら
う
の
に
、
事
務
総
局
の
局
付
判
事
補
に
対
し
て
は

ば
か
て
い
ね
い
な
応
対
を
す
る
と
い
っ
た
見
苦
し
い
倒
錯
が
生
じ
る
。
と
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
局
付
個
人

に
対
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
「
ポ
ス
ト
」
に
対
し
て
敬
意
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ζ

の
官
僚
組
織
に

あ
っ
て
は
、
吹
け
ば
飛
ぶ
よ
う
な
「
個
人
」
な
ど
ど
う
で
も
よ
く
、
「
ポ
ス
ト
、
肩
書
」
と
そ
が
も
の
を
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い
う
か
ら
だ
。

と
と
で
、
地
家
裁
所
長
の
地
位
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
と
、
そ
れ
は
、
非
常
に
微
妙
な
も
の
で
あ
っ

て
、
実
質
的
に
も
比
較
的
大
き
な
発
言
権
を
も
っ
高
裁
長
官
と
は
全
く
異
な
る
ロ

確
か
に
、
地
家
裁
所
長
の
裁
判
官
や
職
員
に
対
す
る
影
響
力
は
大
き
く
、
彼
ら
に
対
す
る
姿
勢
も
権
力

者
的
、
権
威
的
で
あ
る
こ
と
は
、
大
学
の
学
部
長
の
比
で
は
、
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
い
う
な
ら
、
大

学
の
総
長
、
学
長
と
教
授
、
准
教
授
以
上
の
大
き
な
上
下
差
の
感
覚
が
、
地
家
裁
所
長
と
普
通
の
判
事
、

判
事
補
と
の
聞
に
は
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
所
長
の
権
限
は
、
実
際
に
は
、
裁
判
官
や
職
員
の
評
価
に
関
す
る
側
面
を
除
け
ば
、
ご
く
限

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
や
そ
の
下
に
あ
る
高
裁
事
務
局
（
高
裁
事
務
局
長
は
前
記

の
と
お
り
地
裁
裁
判
長
ク
ラ
ス
の
裁
判
官
で
あ
り
、
事
務
総
局
の
課
長
た
ち
と
並
ん
で
、
司
法
行
政
の
一

か
在
め

つ
の
要
で
あ
る
）
の
意
見
、
と
と
に
前
者
は
絶
対
で
あ
り
、
第
2
章
で
二
人
の
東
京
地
裁
所
長
代
行
判
事

の
対
照
的
友
人
事
に
つ
い
て
記
し
た
と
お
り
、
現
在
で
は
、
所
長
や
所
長
代
行
時
代
に
事
務
総
局
に
対
し

て
言
う
べ
き
だ
と
思
う
と
と
を
き
ち
ん
と
言
っ
て
い
た
ら
、
ま
ず
、
そ
の
人
の
そ
の
後
の
人
事
は
よ
い
方

向
へ
は
向
か
わ
な
い
と
い
っ
て
間
違
い
は
な
い
と
思
う
。

上
へ
の
追
随
、
追
従
傾
向
が
極
端
な
あ
る
大
地
裁
の
所
長
の
例
を
挙
げ
て
お
く
。

彼
は
、
裁
判
官
や
職
員
の
前
で
、
「
高
裁
の
意
見
は
ち
ゃ
ん
と
聴
い
た
の
か
？
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ま
ず
上
級
庁
の
怠
見

を
聴
き
な
さ
い
」
、
「
そ
れ
は
本
当
に
事
務
総
局
の
考
え
方
と
同
じ
な
の
か
？
も
し
か
し
免
ら
遭
う
の
で

は
な
い
の
か
？
」
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
を
毎
日
の
よ
う
に
使
用
す
る
の
で
、
職
員
た
ち
か
ら
「
忠
犬
ハ
チ

公
み
た
い
在
人
」
と
さ
さ
や
か
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
犬
が
亡
き
飼
い
主
を
慕
う
の
は
美
徳
だ
が
、
裁

判
官
た
ち
の
独
立
を
守
る
立
場
の
人
聞
が
、
い
た
ず
ら
に
事
務
総
局
や
高
裁
事
務
局
（
事
務
総
局
の
局
長

も
、
高
裁
事
務
局
長
も
、
大
地
裁
の
所
長
か
ら
み
れ
ば
か
な
り
の
後
輩
で
あ
る
）
の
意
向
を
条
件
反
射
の
よ
う
に
気
に

す
る
と
と
は
、
決
し
て
美
徳
と
は
い
え
ず
、
先
の
職
員
た
ち
の
言
葉
は
、
ハ
チ
公
の
名
誉
を
い
た
く
傷
付

け
る
も
の
の
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
前
記
の
よ
う
な
所
長
た
ち
の
裁
判
員
制
度
絶
賛
の
大
合
唱
も
、
以
上
の
よ
う
な
事
態
を
踏
ま

え
て
受
け
止
め
る
べ
き
も
の
、
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
、
支
配
と
追
随
の
二
面
性
の
結
果
と
し
て
、
所
長
の
「
上
に
は
き
わ
め
て
弱
く
、
下
に
は
き

わ
め
て
強
い
」
と
い
う
問
題
の
あ
る
姿
勢
は
ど
ん
ど
ん
ひ
ど
く
念
っ
て
い
く
。
こ
と
に
、
所
長
時
代
に

「成
果
」
を
挙
げ
る
と
と
に
腐
心
す
る
よ
う
な
人
物
が
所
長
に
な
る
と
、
下
の
裁
判
官
た
ち
は
大
変
苦
労

す
る
と
と
に
な
る
。
な
お
、
判
事
補
た
ち
に
対
し
て
は
所
長
も
お
お
む
ね
愛
想
が
い
い
が
、
若
い
人
た
ち

に
対
し
て
愛
想
が
い
い
の
は
、
ど
と
の
組
織
の
長
で
も
同
じ
で
あ
る
。

私
は
、
所
長
経
験
者
や
現
に
所
長
を
し
て
い
る
裁
判
官
か
ら
、
「
瀬
木
さ
ん
、
所
長
っ
て
楽
そ
う
に
み

え
る
け
ど
、
や
っ
て
み
る
と
イ
ヤ
な
仕
事
だ
よ
」
と
い
う
話
を
さ
れ
た
経
験
が
何
回
も
あ
る
。
も
ち
ろ
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ん
、
所
長
が
楽
し
く
て
た
ま
ら
在
い
と
い
う
人
も
い
る
と
思
う
が
、
現
在
の
裁
判
所
に
お
い
て
そ
の
よ
う

に
感
じ
る
の
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
人
間
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
読
者
の
御
想
像
に
お
任
せ
し
た
い
。
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人
事
に
よ
る
統
制
と
ラ
ッ
ト
レ
ー
ス

最
高
裁
長
官
、
事
務
総
長
、
そ
し
て
、
そ
の
意
を
受
け
た
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
は
、
人
事
を

一
手
に
握
っ
て
い
る
と
と
K
よ
り
、
い
く
ら
で
も
裁
判
官
の
支
配
、
統
制
を
行
う
と
と
が
可
能
に
な
っ
て

い
る
。
不
本
意
な
、
そ
し
て
、
誰
が
み
て
も
「
あ
あ
、
と
れ
は
」
と
思
う
よ
う
な
人
事
を
二
つ
、

三
つ
と

重
ね
ら
れ
て
や
め
て
い
っ
た
裁
判
官
を
、
私
は
何
人
も
み
て
い
る
。

と
れ
は
若
手
裁
判
官
K
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
裁
判
長
た
ち
に
つ
い
て
も
、
前
記
の
と
お
り
、
事
務

総
局
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
方
向
と
異
な
っ
た
判
決
や
論
文
を
書
い
た
者
な
ど
事
務
総
局
の
気
に
入
ら
な

い
者
に
つ
い
て
は
、
所
長
に
在
る
時
期
を
何
年
も
遅
ら
せ
、
後
輩
の
後
に
赴
任
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
屈

辱
を
噛
み
締
め
さ
せ
、
あ
る
い
は
所
長
K
す
ら
し
な
い
と
い
っ
た
形
で
、
い
た
ぶ
り
、
か
っ
、
見
せ
し
め

に
す
る
と
と
が
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
地
家
裁
の
所
長
た
ち
に
つ
い
て
さ
え
、
当
局
の
気
に
入
ら
な
い

者
に
つ
い
て
は
、
本
来
な
ら
次
に
は
東
京
高
裁
の
裁
判
長
K
な
る
の
が
当
然
で
あ
る
人
を
何
年
も
地
方
の

高
裁
の
裁
判
長
に
と
ど
め
お
く
と
い
っ
た
形
で
や
は
り
い
た
ぶ
り
人
事
が
で
き
る
。
と
れ
は
、
本
人
に
と

っ
て
は
か
な
り
の
ダ
メ
ー
ジ
に
な
る
。
プ
ラ
イ
ド
も
傷
付
く
し
、

単
身
赴
任
も
長
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
人
事
に
つ
い
て
恐
ろ
し
い
の
は
、
前
記
の
よ
う
な
報
復
や
見
せ
し
め
が
、
何
を
根
拠
と
し
て

行
わ
れ
る
か
も
、
い
つ
行
わ
れ
る
か
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
違
憲
判
決
を

書
い
た
場
合
」
な
ど
と
い
っ
た
形
で
そ
れ
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
以
外
は
安
心
と
い
う
と
と

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
『
と
も
か
く
事
務
総
局
の
気
に
入
ら
な
い
判
決
」
と
い
う
と
と
な
の
だ
か

ら
、
裁
判
官
た
ち
は
、
常
に
、
ヒ

ラ
メ
の
よ
う
に
そ
ち
ら
の
方
向
ば
か
り
を
う
か
が
い
な
が
ら
裁
判
を
す

る
こ
と
に
な
る
。
当
然
の
と
と
な
が
ら
、
結
論
の
適
正
さ
や
当
事
者
の
権
利
な
ど
は
二
の
次
に
な
る
。

ま
た
、
事
務
総
局
は
、
裁
判
官
が
犯
し
た
、
事
務
総
局
か
ら
み
て
の
「
間
違
い
」
で
あ
る
よ
う
な
裁

判
、
研
究
、
公
私
に
わ
た
る
行
動
に
つ
い
て
は
詳
細
に
記
録
し
て
い
て
、
決
し
て
忘
れ
な
い
。
た
と
え

ば
、
そ
の
「
間
違
い
」
か
ら
長
い
時
間
が
経
っ
た
後
に
、
地
方
の
所
長
K
な
っ
て
い
る
裁
判
官
K
対
し

て
、
「
あ
な
た
は
も
う
絶
対
に
関
東
K
は
戻
し
ま
せ
ん
。
定
年
ま
で
地
方
を
回
っ
て
い
な
さ
い
。
で
も
、

公
証
人
に
な
ら
し
て
あ
げ
ま
す
よ
」
と
引
溝
を
渡
す
な
ど
と
い
っ
た
形
で
、
い
つ
か
必
ず
報
復
す
る
。
こ

の
よ
う
に
、
事
務
総
局
は
、
気

κ入
ら
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
階
段
を
上
っ
て

か
ら
で
も
、
簡
単
に
切
り
捨
て
る
と
と
が
で
き
る
。
な
お
、
右
の
例
は
、
単
な
る
た
と
え
で
は
な
く
、
実

害
申
う
そ

際
に
あ
っ
た

一
つ
の
ケ
l
ス
で
あ
る
。
窮
鼠
が
猫
を
噛
ま
念
い
よ
う
に
、
後
の
ポ
ス
ト
が
ち
ゃ
ん
と
用
意

さ
れ
て
い
る
と
と
ろ
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
実
に
用
意
周
到
、
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
学
者
仲
間
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
話
し
て
い
る
と
、
「
裁
判
官
に
な
っ
た
以
上
出
世
の
と
と
な
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ど
気
に
せ
ず
、
生
涯
一
裁
判
官
で
転
勤
を
繰
り
返
し
て
い
て
も
か
ま
わ
な
い
は
ず
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？

ど
う
し
て
皆
そ
ん
な
に
出
世
に
と
だ
わ
る
ん
で
す
か
？
」
と
い
っ
た
言
葉
を
聞
く
乙
と
が
時
々
あ
る
。

「
あ
あ
、
外
部
の
人
に
は
、
そ
う
い
う
乙
と
が
わ
か
ら
な
い
ん
だ
」
と
思
い
知
ら
さ
れ
る
の
が
、
こ
う
し

た
発
言
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
と
う
し
た
発
言
を
す
る
人
々
だ
っ
て
、
裁
判
官
に
な
れ
ば
、
そ
の
大
半

が
、
人
事
K
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
く
な
る
と
と
は
、
自
に
み
え
て
い
る
か
ら
だ
。

な
ぜ
だ
ろ
う
か
？

そ
れ
は
、
第

一
花
、
裁
判
官
の
世
界
が
閉
ざ
さ
れ
、
隔
離
さ
れ
た
小
世
界
、
精
神
的
な
収
容
所
だ
か
ら

で
あ
り
、
第
二
K
、
裁
判
官
が
、
期
を
中
心
と
し
て
切
り
分
け
ら
れ
、
競
争
さ
せ
ら
れ
る
集
団
、
し
か
も

相
撲
の
番
付
表
に
も
似
た
細
か
な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
る
集
団
の
一
員
だ
か
ら
で
あ
り
、

第
三
K
、
全
国
に
ま
た
が
る
裁
判
官
の
転
勤
シ
ス
テ
ム
の
た
め
で
あ
る
。

裁
判
官
を
外
の
世
界
か
ら
隔
離
し
て
お
く
と
と
は
、
裁
判
所
当
局
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
裁

判
所
以
外
K
世
界
は
存
在
し
な
い
よ
う
に
し
て
お
け
ば
、
個
々
の
裁
判
官
は
孤
立
し
た
根
無
し
草
だ
か

ら
、
ほ
う
っ
て
お
い
て
も
人
事
や
出
世
に
ば
か
り
う
つ
つ
を
抜
か
す
よ
う
に
な
る
。
乙
れ
は
、
当
局
に
と

っ
て
き
わ
め
て
都
合
の
い
い
事
態
で
あ
る
。

か
い
て
い

次
に
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
階
梯
を
細
か
く
細
か
く
切
り
分
け
、
出
発
点
は
一
応
平
等
K
し
、
根
拠
の
よ

く
わ
か
ら
な
い
小
さ
な
差
を
付
け
て
相
互
に
競
わ
せ
る
。
英
語
で

い
う
と
と
ろ
の
ラ
ッ
ト
レ
ー
ス
、
際
限
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の
な
い
ば
か
げ
た
出
世
競
争
で
あ
る
。
第
三
者
か
ら
み
れ
ば
ま
さ
に
い
じ
ま
し
い
「
ネ
ズ
ミ
の
規
定
、
細川

争
」
な
の
だ
が
、
当
事
者
は
客
観
的
に
自
分
を
見
詰
め
る
眼
を
完
全
に
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
そ

の
こ
と
に
は
気
が
付
か
ず
、
必
死
に
入
れ
込
む
。
さ
ら
に
、
あ
る
段
階
で
事
務
総
局
系
〈
局
長
、
課
長
経

験
者
）
と
そ
れ
以
外
の
裁
判
官
と
の
聞
に
歴
然
と
し
た
差
を
付
け
る
。
そ
れ
も
、
近
年
で
は
、
純
然
た
る

エ
リ
ー
ト
系
と
と
も
K
、
お
追
従
で
上
に
取
り
入
っ
て
き
た
イ
エ
ス
マ
ン
を
も
適
宜
取
り
立
て
る
と
と
に

よ
っ
て
、
い
よ
い
よ
微
妙
に
裁
判
官
た
ち
を
刺
激
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ζ

の
よ
う
な
傾
向
に
つ
い
て
、
東
大
、
京
大
等
の
名
門
K
と
ら
わ
れ
な
い
公
平
恋
人
事
だ
な
ど
と
思
っ

た
ら
大
間
違
い
で
あ
る
。
能
力
一
本
な
ら
ま
だ
し
も
、
情
実
ま
で
交
え
る
よ
う
K
な
っ
て
き
た
と
い
う
だ

け
の
場
合
が
多
い
か
ら
だ
。
そ
の
象
徴
的
在
例
が
、
第
2
章
の
後
半
で
詳
細
に
分
析
し
た
大
規
模
情
実
人

事
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
そ
と
で
関
連
し
て
論
じ
た
奇
妙
な
最
高
裁
判
事
人
事
に
つ
い
て
も
、
女
性
最
高

裁
判
事
の
積
極
的
登
用
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
一
石
二
鳥
の
一
般
受
け
を
も
ね
ら
っ
て
い
る
と
と
に
、
よ

く
よ
く
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
オ
パ
マ
大
統
領
が
就
任
後
K
有
権
者
た
ち
を
裏
切
っ
て
い
よ
い
よ
大

企
業
と
政
治
家
の
支
配
を
強
め
、
国
民
の
自
由
制
限
を
継
続
し
た
例
を
み
る
べ
き
な
の
で
あ
る

（
堤
来
果

『ア
メ
リ
カ
か
ら

〈自
由
〉
が
消
え
る
』
扶
桑
社
新
諮
）
。
黒
人
だ
か
ら
、
女
性
だ
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
、
民
主
的

な
の
だ
ろ
う
と
い
っ
た
受
け
止
め
方
は
、
決
し
て
し
で
は
な
ら
な
い
。
「
愚
か
な
大
衆
を
喜
ば
せ
る
に
は

戸
、

λ
M
A
，

俗
受
け
路
線
に
限
る
」
と
い
う
全
世
界
共
通
の
国
民
、
市
民
愚
弄
路
線
に
乗
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
か
を
、
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じ
っ
く
り
と
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
近
年
の
情
実
人
事
的
傾
向
は
、
若
手
に
も
及
ん
で
お
り
、
そ
の
反
面
と
し
て
、
非
常
に
能
力
の

高
い
人
が
必
ず
し
も
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
、
以
前
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
事
態
ま
で
生
じ
始
め
て
い

た
。
か
つ
て
は
、
少
な
く
と
も
若
手
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
能
力
主
義
の
公
平
な
人
事
が
行
わ
れ
て
お

り
、
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
矢
口
体
制
の
下
で
も
特
に
変
わ
り
が
な
か
っ
た
も
の
な
の
だ
が
。

基
本
的
な
上
下
が
期
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
官
僚
組
織
に
お
い
て
は
、
同
期
の
中
で
自
分
よ
り
も
明
ら

か
に
能
カ
の
低
い
者
が
自
分
よ
り
も
上
K
行
く
と
か
、
後
輩
に
先
を
越
さ
れ
る
な
ど
と
い
っ
た
事
態
は
、

非
常
に
屈
辱
的
な
も
の
に
な
る
。
ま
た
、
裁
判
所
当
局
は
、
こ
の
こ
と
を
知
り
尽
く
し
て
い
て
、
そ
の
よ

う
な
屈
辱
を
感
じ
さ
せ
る
と
と
を
と
と
さ
ら
に
意
図
し
た
人
事
を
行
う
と
い
う
と
と
も
、
理
解
し
て
い
た

だ
き
た
い
。
私
は
、
正
直
に
い
え
ば
、
学
者
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
よ
う
な
知
的
な
想
像
力
に
長
け
て
い

る
は
ず
の
人
々
が
、
と
う
し
た
事
柄
に
つ
い
て
十
分
に
想
像
力
を
働
か
せ
る
と
と
が
で
き
な
い
の
を
、
不

思
議
に
思
っ
て
い
る
。
自
分
の
身
に
起
乙
る
事
態
と
し
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
す
ぐ
に
了
解
で
き
る
と

と
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
が
。

最
後
に
、
裁
判
官
の
転
勤
シ
ス
テ
ム
が
全
国
に
ま
た
が
っ
て
い
る
と
と
ろ
が
ミ
ソ
で
あ
る
。
た
と
え
ば

中
央
行
政
官
僚
の
よ
う
に
ず
っ
と
東
京
か
ら
動
か
な
い
の
で
あ
れ
ば

一
生
課
長
で
も
好
き
な
こ
と
が
で
き

れ
ば
い
い
と
割
り
切
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
生
活
の
本
拠
地

（
た
と
え
ば
収
点
近
辺
、
大
阪
近
辺
呼
疋
が
、
L
L
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れ
ら
に
限
ら
な
と
か
ら
遠
い
と
こ
ろ
を
転
々
と
飛
ぽ
さ
札
る
と
、
よ
ほ
ど
精
神
力
の
強
加
人
守
魯
W
閣
0

ま
い
っ
て
し
ま
う
。
裁
判
官
は
、
近
年
は
そ
の
平
均
的
な
質
が
落
ち
て
き
て
い
る
と
は
い
え
、
少
な
く
と

も
そ
の
上
層
部
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
各
大
学
の
成
績
上
位
者
で
占
め
ら
れ
る
よ
う
な
優
等
生
集
団
だ
か

ら
、
こ
う
い
う
仕
打
ち
を
さ
れ
る
と
ま
ず
は
も
ち
と
た
え
ら
れ
な
い
。

以
上
の
点
に
つ
い
て
、
法
曹

一
元
制
度
の
ア
メ
リ
カ
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
多
く
の

裁
判
官
は
就
任
し
た
裁
判
所
を
動
か
な
い
。
よ
り
上
位
と
さ
れ
る
よ
う
な
ポ
ス
ト
に
移
る
例
も
な
い
で
は

悲
い
が
、
ま
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
官
の
独
立
は
徹
底
し
て
い
て
、
た
と
え
ば
地
裁
の
裁
判
官
が
上
級

審
の
裁
判
官
K
頭
を
下
げ
る
機
会
な
ど
ま
ず
な
い
し
、
裁
判
官
の
問
の
上
下
差
の
感
覚
も
き
わ
め
て
小
さ

い
。
と
い
う
よ
り
、
裁
判
所
組
織
が
全
体
と
し
て
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
で
あ
る
な
ど
と
は
、
お

そ
ら
く
、
誰
も
思
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
で
類
推
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
、
大
学
、
学
者
の
世
界
に

近
い
と
い
え
る
。
実
際
、
私
は
、
留
学
し
て
い
た
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
最
高
裁
判
所
を
訪
れ

（ア
メ
リ
カ
の

裁
判
所
に
は
、
連
邦
と
州
の
二
つ
の
系
列
が
あ
る
）
、
判
事
た
ち
と
面
会
し
た
と
と
が
あ
る
が
、
い
ず
れ

も
穏
や
か
か
っ
学
識
豊
か
な
紳
士
で
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
日
本
で
類
推
す
る
な
ら
、
む
し
ろ
、
す

ぐ
れ
た
学
者
の
雰
囲
気
に
非
常
に
近
か
っ
た
。
第
2
章
で
分
析
し
た
日
本
の
最
高
裁
判
事
の
性
格
類
型
と

比
較
し
て
い
た
だ
く
と
、
大
き
な
相
違
の
あ
る
と
と
が
お
わ
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
さ

て
、
あ
な
た
は
、

日
本
と
ア
メ
リ
カ
を
比
較
し
て
、
ど
ち
ら
の
タ
イ
プ
の
人
間
の
ほ
う
が
よ
り
最
高
裁
判

m:i i';'t 「権」の中の殻'1'JJ'1守tcち
’
 
，．
 1
 

1
 



事
に
ふ
さ
わ
し
い
と
お
考
え
に
な
る
だ
ろ
う
か
？

そ
し
て
、
日
本
型
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
は
、
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
全
体
の
中
で
み
て
も
、
そ
の
階
層

性
、
閉
鎖
性
、
中
央
集
権
性
に
お
い
て
際
立
っ
た
も
の
で
あ
り
、
構
成
員
K
舵
烈
な
出
世
競
争
を
行
わ

せ
、
飴
と
鞭
を
使
い
分
け
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
官
た
ち
か
ら
、
そ
の
独
立
性
を

事
実
上
ほ
ぼ
完
全
に
近
い
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
に
奪
い
、
制
度
K
屈
従
す
る
精
神
的
奴
隷
と
化
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
同
じ
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
で
も
、
現
在
の
ド
イ
ツ
の
裁
判
官
制
度
が
、
ナ
チ
ス
時
代
に
対

す
る
反
省
も
あ
っ
て
徹
底
的
に
民
主
化
さ
れ
、
弁
護
士
の
水
準
が
低
い
と
と
と
相
ま
っ
て
、
裁
判
官
が
む

し
ろ
率
先
し
て
正
義
の
実
現
の
た
め
の
方
向
付
け
を
行
う
よ
う
な
制
度
と
・
な
っ
て
い
る
の
と
は
、
全
く
異

な
る
。
む
し
ろ
、
日
本
の
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
は
、
支
配
す
る
機
関
が
司
法
省
か
ら
最
高
裁
長
官
、
最
高

裁
判
所
事
務
総
局
に
替
わ

っ
た
だ
け
で
、
戦
前
の
シ
ス
テ
ム
と
本
質
的
に
は
変
化
し
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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窓
意
的
な
再
任
拒
否
、
退
官
の
事
実
上
の
強
妻
、人
事
解
価
の
二
重
帳
簿
シ
ス
テ
ム

二
0
0
0年
代
に
行
わ
れ
た
司
法
制
度
改
革
に
よ
る
裁
判
所
制
度
の
諸
改
革
に
つ
い
て
は
、
私
も
、
前

記
の
と
お
り
、
一
定
程
度
期
待
し
て
い
た
部
分
が
あ
る
の
だ
が
、

そ
れ
ら、
が
実
施
占
れ
C
し
ば
ら
く
b
q
b

と
、
期
待
は
こ
と
ご
と
く
裏
切
ら
れ
、
改
革
に
期
待
し
砲
の
ほ
判
制
絹

伽

む
し
ろ
、
裁
判
所
当
局
は
、
そ
れ
ら
の
改
革
を
無
効
化
す
る
の
み
な
ら
ず
、

逆
手
に
取
り
、
感
則
し
州

め
た
。
そ
の

一
つ
が
、
新
任
判
事
補
の
任
用
と

一
O
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
裁
判
官
の
再
任
の
審
査
を
行
う

下
級
裁
判
所
裁
判
官
指
名
諮
問
委
員
会
の
制
度
で
あ
る
。
そ
の
表
向
き
の
趣
旨
は
、
と
れ
ら
の
手
続
を
透

明
化
し
、
国
民
の
意
思
を
反
映
さ
せ
る
と
と
に
あ
っ
た
。

し
か
し
、
と
の
委
員
会
の
メ
ン
バ

ー
に
は
現
職
の
高
位
裁
判
官
や
検
察
官
が
多
数
含
ま
れ
て
お
り
、
ま

た
、
そ
の
情
報
収
集
方
法
は
、
裁
判
官
の
評
価
権
者
で
あ
る
地
家
裁
所
長
や
高
裁
長
官
の
非
公
開
報
告
書

（
「
再
任

〔判
事
任
命
〕
希
望
者
に
関
す
る
報
告
書
」。

な
お
、

ζ

れ
は
、
毎
年
定
期
的
に
作
成
さ
れ
、
裁
判
官
の
申
出
が
あ
れ

ば
開
示
さ
れ
る
後
記
の
「
評
価
書
面
」
と
は
異
な
る
）
が
中
心
で
あ
っ
て
、
み
の
す
か
ら
調
査
を
行
う
方
法
、
手
段

は
限
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
再
任
不
適
格
と
判
断
さ
れ
た
裁
判
官
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
告

知
、
聴
聞
の
機
会
も
、
不
服
申
立
て
の
制
度
も
な
く
、
乙
の
と
と

K
は
大
き
な
疑
問
を
感
じ
る
。
さ
ら

に
、
判
断
基
準
は
非
常
に
抽
象
的
で
あ
り
、
審
議
の
内
容
も
公
開
さ
れ
な
い
。
「
指
名
の
適
否
に
つ
い
て

慎
重
な
判
断
を
要
す
る
者
」
す
な
わ
ち
重
点
審
議
者
を
委
員
会
が
選
択
す
る
た
め
の
主
な
情
報
は
前
記
の

非
公
開
報
告
書
で
あ
る
か
ら
、
事
務
総
局
人
事
局
は
、
評
価
権
者
に
微
妙
な
サ
イ
ン
を
送
り
さ
え
す
れ
ば

（
電
話

一
本
で
簡
単
に
で
き
る
と
と
で
あ
る
）
、
み
ホ
す
か
ら
手
を
汚
す
と
と
な
く
、
特
定
の
裁
判
官
の
再
任

を
事
実
上
拒
否
す
る
と
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
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現
に
、
と
の
制
度
の
採
用
後
、
再
任
を
拒
否
さ
れ
る
裁
判
官
の
数
が
目
立
っ
て
増
え
て
い
る
。
そ
れ
ま

で
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
再
任
不
適
格
と
判
断
さ
れ
る
裁
判
官
の
数
（
そ
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
て
も
再
任

願
い
を
撤
回
し
な
い
と
再
任
拒
否
さ
れ
る
）
が
、
年
に
五
名
前
後
と
い
う
大
き
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
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も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
は
、
再
任
を
拒
否
さ
れ
る
裁
判
官
は
能
力
不
十
分
で
あ
る
場
合
が
多
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
問
題
な
の
は
、
先
の
よ
う
・な
制
度
の
あ
り
方
か
ら
す
る
と
、
そ
う
し
た
裁
判
官
の
デ
ー
タ
の
聞

に
再
任
を
拒
否
し
た
い
裁
判
官
の
デ
ー
タ
を
そ
っ
と
滑
り
込
ま
せ
て
お
く
と
と
が
十
分
に
可
能
に
な
る
と

い
う
と
と
だ
O

「
拒
否
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
例
」
の
聞
に
混
じ
る
た
め
に
、
そ
う
し
た
事
案
の
不
当
性

を
、
た
と
え
事
実
上
で
あ
っ
て
も
主
張
す
る
と
と
は
、
き
わ
め
て
困
難
に
な
る
。

実
際
、
私
は
、
超

一
一
流
国
立
大
学
に
勤
務
し
て
い
た
あ
る
学
界
長
老
か
ら
次
の
よ
う
な
言
葉
を
聴
い
て

い
る
。

「
私
の
ゼ
ミ
で
一
番
ょ
く
で
き
た
あ
る
学
生
が
、
裁
判
官
に
な
っ
て
二
O
年
経
っ
た
と
こ
ろ
で
退
官
し
た

の
で
尋
ね
て
み
た
ら
、
再
任
拒
否
さ
れ
た
と
い
う
と
と
で
し
た
。
大
変
驚
き
ま
し
た
。
本
人
も
わ
け
が
わ

か
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。
確
か
に
、
比
較
的
は
っ
き
り
も
の
を
い
う
学
生
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
し
か

し
、
そ
れ
で
拒
否
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
信
じ
ら
れ
な
い
と
と
で
す
」

ま
た
、
提
出
さ
れ
る
デ
ー
タ
か
ら
し
て
内
任
が
危
ぶ
主
れ
る
域
判
刊
に
コ
い

C
川
、
山
ド
仙川

r
，M川
叩

き
」
が
行
わ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
こ
れ
を
や
ら
れ
る
と
、
慢
と
ん
ど
の
積
判
官
崎
温
‘
綱
渇
し
で
付

期
満
了
前
に
退
官
し
て
し
ま
う
。
任
期
満
了
退
官
で
あ
る
と
、
再
任
拒
否
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
と
と
で
弁
護
士
事
務
所
へ
の
新
た
な
就
職
な
ど
に
差
し
支
え
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ

て
、
「
実
質
的
な
」
再
任
拒
否
者
の
数
は
、
公
表
さ
れ
て
い
る
数
よ
り
も
か
な
り
多
い
と
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

と
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
は
す
べ
て
肩
叩
き
で
不
透
明
に
処
理
さ
れ
て
い
た
も
の
が
あ
る
程
度
表

に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
と
の
推
測
も
あ
る

（ダ
ニ
エ
ル

－
H
・
フ
ット
、
溜
箭
将
之
訳

『名

も
な
い
顔
も
な
い
司
法

i
l日
本
の
裁
判
は
変
わ
る
の
か
』〔
N
T
T
出
版
〕
二
二
七
頁
）
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な

と
と
は
な
く
、
そ
の
書
物
に
あ
る
も
う
一
つ
の
推
測
、
「
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
と
と
で
、
事
務
総
局
は

以
前
よ
り
も
自
由
に
候
補
者
の
任
官
を
拒
絶
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
え
い
え
る
」

（
二
二
六
頁
）
の
ほ

う
が
正
し
い
で
あ
ろ
う

（前
記
の
新
藤
宗
幸
『
司
法
官
僚
』一

五
五
頁
も
同
様
の
推
測
を
行
っ

て
い
る
）。

私
は
か
つ

て
の
実
情
に
つ
い
て
も
か
な
り
よ
く
知
っ
て
い
る
が
、
再
任
拒
否
は
前
記
の
と
お
り
ほ
と
ん
ど
な
く
、
肩

叩
き
も
せ
い
ぜ
い
二
、
三
名
な
い
し
そ
れ
以
下
で
あ
っ
た
と
思
う
。

な
お
、
フ
ッ
ト
教
授
（
東
京
大
学
）
に
よ
る
日
本
の
司
法
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
全
体
と
し
て
は
評
価
す

べ
き
部
分
が
あ
る
と
思
う
が
、
前
記
の
書
物
に
つ
い
て
み
る
と
、
日
本
の
裁
判
所

・
裁
判
官
制
度
の
決
定

的
な
特
徴
で
あ
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
的
な
上
意
下
達
の
官
僚
組
織
と
い
う
側
面
の
問
題
点
に
関
す
る
十
分
な
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認
識
が
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
記
の
書
物
で

一
番
人
を
引
き
付
け
る
の
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
な

の
だ
が
、
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
日
本
の
司
法
が
「
名
も
な
い
顔
も
な
い
」
の
っ
ペ
ら
ぼ
う
な
も
の
と
な
っ

て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
と
の
書
物
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
説
得
力
を
も
っ
て
論
じ
え
て
は
い
な
い
。

私
に
は
、
そ
れ
が
、
前
記
の
よ
う
念
視
点
の
欠
落
の
結
果
で
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

以
上
に
関
連
し
て
、
司
法
制
度
改
革
に
伴
う
裁
判
官
評
価
制
度
の
透
明
化
の

一
環
と
し
て
設
け
ら
れ
た

評
価
書
面
開
示
、
不
服
申
立
て
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
処
遇
に
関
す
る
不
満
を
感
じ
て
開
示
の
申
出
を
行

っ
た
あ
る
裁
判
官
（
確
か
に
、
私
の
目
か
ら
み
て
も
十
分
に
評
価
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
）
か
ら
聞
い
た
と

こ
ろ
で
は
、
き
わ
め
て
型
通
り
の
好
評
価
だ
け
が
記
載
さ
れ
て
い
た
と
い
う

（
前
記
『
司
法
官
僚
』
一
四
一
頁

以
下
に
も
と
れ
と
お
お
む
ね
同
趣
旨
の
記
述
が
あ
る
）
。
と
の
と
と
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
人
事
で
重
視
さ
れ
て
い

る
の
は
、
非
公
式
の
書
面
や
口
頭
に
よ
る
情
報
、
ま
た
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
記
載
さ
れ
た
個
人
別
の
人

事
書
面
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
司
法
制
度
改
革
前
の
と
と
で
あ
る
が
、
私
は
、
あ
る
左
派
裁
判
官

（
そ
の
中
で
友
人
で
も
あ
っ
た
数
少
な
い
人
物
）
か
ら
、
「
『
い
や
あ
、
あ
ん
た
の
通
知
票
は
パ
ツ
だ
ら
け
の
よ
う

だ
な
あ
。
い
っ
ぽ
い
書
き
込
ま
れ
て
い
る
ら
し
い
ぞ
』
と

〔以
前
か
ら
面
識
の
あ
っ
た
〕
所
長
か
ら
言
わ

れ
た
よ
」
と
い
う
話
を
聞
い
た
と
と
が
あ
る
。
右
の
所
長
の
言
葉
は
、
前
記
の
個
人
別
人
事
書
面
の
存
在

を
う
か
が
わ
せ
る
。
つ
ま
り
、
裁
判
官
評
価
に
関
す
る
最
も
重
要
な
書
面
は
事
務
総
局
人
事
局
に
存
在
す

る
絶
対
極
秘
の
個
人
別
人
事
書
面
な
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
と
と
は
、
現
住
む
も
何
ら
笠
わ
3
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い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
官
の
人
事
評
価
に
関
し
て
は
、
裂
と
誕
の
コ
・
暢
縛
シ
ス
テ
ム
が
婦
ら
れ

て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
常
識
的
に
考
え
て
も
、
裁
判
所
の
よ
う
な
組
織
で
あ
え
て

開
示
の
申
出
を
行
う
ほ
ど
に
不
遇
を
感
じ
て
い
る
裁
判
官
に
関
す
る
「
評
価
」
が
、
前
記
の
よ
う
な
型
通

り
の
好
評
価
だ
け
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
き
わ
め
て
奇
妙
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

司
法
研
修
所
と
い
う
名
の
人
事
局
の
出
先
機
関
、
職
人
的
教
育
シ
ス
テ
ム
の
崩
繍

司
法
研
修
所
は
、
司
法
試
験
K
合
格
し
た
司
法
修
習
生
（
以
下
、
単
に
「
修
習
生
」
と
い
う
）
の
教
育
と
裁

判
官
の
生
涯
教
育
を
担
当
す
る
機
関
で
あ
り
、
セ
ク
シ
ョ
ン
も
と
の
こ
つ
に
大
き
く
分
か
れ
て
い
る
。

と
う
書
く
と
、
誰
で
も
、
法
科
大
学
院
に
類
す
る
よ
う
な
高
等
教
育
機
関
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
い
。

と
れ
は
、
学
者
を
含
む
法
律
家
の
閑
に
さ
え
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
と
と
な
の
だ
が
、
司
法
研
修
所

は
、
事
務
総
局
人
事
局
と
密
接
に
結
び
付
い
て
最
高
裁
長
官
や
人
事
局
長
の
意
向
の
下
に
新
任
判
事
補
を

選
別
し
、
ま
た
、
裁
判
官
の
「
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
教
育
」
を
行
う
、
実
質
的
な
意
味
で
の
「
人
事
局
の

出
先
機
関
」
左
の
で
あ
る
。

人
事
局
と
司
法
研
修
所
教
官
、
と
と
に
修
習
生
の
教
育
選
別
を
行
う
部
門
と

裁
判
官
教
育
を
行
う
部
門
と
の
各
上
席
教
官
（
後
者
の
上
席
の
ほ
う
が
格
は
上
）
、
ま
た
司
法
研
修
所
事
務
局

長
（
以
上
、
い
ず
れ
も
東
京
地
裁
裁
判
長
ク
ラ
ス
の
裁
判
官
）
と
の
パ
イ
プ
は
き
わ
め
て
緊
密
で
あ
る
。
そ
し
て
、
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設置するとともに 「選考のための基準の明確化や手続の整備等 （同上 、 、ウ、、 」 3 (3)

(イ)）を行い 「透明性、客観性」があり、かつ、適格性の審査として信頼性の高い、

仕組みを作らなければならない。上述の「給源」の改革もその一環である。

その際、資質・能力の審査においては、既存の裁判官のあり方に対する批判的な視

点が不可欠であることに留意すべきである。審査をする者が、現状に甘んずることな

く常により資質・能力の高い裁判官を求める姿勢をもって審査に臨むことが必要であ

り、それによって初めて選任過程を通じた裁判官の資質・能力の向上が可能となる。

質の高い資質・能力の審査のためには国民の参加が必須である。

(2) 裁判官の独立性と裁判官制度改革の理念

ア 裁判官の独立の意義

、 、「法の下においてはいかなる者も平等 対等であるという法の支配の理念は

すべての国民を平等・対等の地位に置き、公平な第三者が適正な手続を経て公

正かつ透明なルール、原理に基づいて判断を示すという司法の在り方において

最も顕著に現れていると言える。それは、ただ一人の声であっても、真摯に語

られる正義の言葉には、真剣に耳が傾けられなければならない、そして、その

ことは、我々国民一人ひとりにとって、かけがえのない人生を懸命に生きる一

個の人間としての尊厳と誇りに関わる問題であるという、憲法の最も基礎的原

（ 中間報告」 、( )）理である個人の尊重原理に直接つらなるものである。」「 2 2

「ただ一人の声であっても、真摯に語られる正義の言葉には、真剣に耳が傾けられ

」。 、 。なければならない そのような司法のあり方を保障するのが 裁判官の独立である

裁判官が 「その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束、

される （憲法第 条第 項）こと、つまり、外部からの干渉や「憲法及び法律」を」 76 3

離れた自らの主観的判断に左右されることなく、事実と法のみに基づいて判断を下す

ことが保障されてこそ 「ただ一人」の「正義の言葉」も活かされ得るのである。裁、

判官の職権行使が裁判所の外や裁判所内部での干渉や圧力によって左右されるような

ことになれば 「ただ一人」の「正義の言葉」に「耳が傾けられ」ることは不可能と、

なる 「かけがえのない人生を懸命に生きる一個の人間としての尊厳と誇り 、あるい。 」

は「個人の尊重原理」は、その下において存立する。つとに指摘されているように、

裁判官の独立なくして真の自由はなく、また、自由、すなわち「個人の尊厳 「個人」、

の尊重」なくして民主主義は存続し得ない。

イ 裁判官の独立性と裁判官制度改革

裁判官制度改革の主要な目的の一つは、裁判官の独立性を確保・強化することにあ
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る。

裁判官の独立の要請は、任用制度のあり方にも及ぶ。

第１に、既に指摘したように、裁判官に求められる資質・能力の一つとして独立の

気概があり 「給源」や適格性の審査基準は、これを確実に判定できるものでなけれ、

ばならない。

第２に、任命手続も独立性の要請にかなうものとしなければならない。憲法は、下

級裁判所裁判官の任用制度に関し 「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した、

者の名簿によつて、内閣でこれを任命する （憲法第 条第 項）として 「内閣」。」 、80 1

「 」（「 ［ ］」（ 、を介しての政治的圧力から 司法権の独立を確保 註解日本国憲法 下 有斐閣

） 頁）しようとしている。この制度の下では 「指名」権の行使によって最1954 1198 、

高裁判所が任命（再任を含む。憲法第 条第 項）を実質上決定することになる。80 1

最高裁判所が任用後に人事権を行使して、採用者に影響力を与え得る立場にあること

を考えると、任命（再任）にかかる「最高裁判所の指名 （憲法第 条第 項）につ」 80 1

いても、裁判官の独立が侵害されないようにしなければならない。適格性の審査・判

定が最高裁判所からの干渉等を受けないように、審査主体の職権行使の独立性が確保

される必要がある。

裁判官の独立性に対する国民の信頼感を高める観点から、裁判官の人事制度「

（ 中間報告」 、 、に透明性や客観性を付与する何らかの工夫を行うこと」「 3 (3)

ア）

官僚制的な人事制度は裁判官の独立を侵害する危険性を常にはらんでいる。近代官

僚制は、特定の行政目的を統一的・効率的・安定的に達成するために、官僚を組織体

として管理・統制する装置である。個々の構成員に対する管理・統制的要素のない官

僚制はないと言える。裁判官制度に官僚制を採用した場合も、官僚制のかかる本質は

変わらない 「…官僚裁判官制の国では、裁判官の士気を鼓舞する意味において昇進。

制がどうしても必要になる。…日本のように文化も政治も極度に中央集権的でありま

すと、一定の人びとを官僚として訓練して、いわば強制的に僻遠の地に配置するとい

う必要がどうしても生じてくる。… （田辺公二「英米の裁判官任用制度―主として」

1965 329 330米国の実情について 同著 事実認定の研究と訓練 弘文堂 所収 ～」、 『 』（ 、 ）

頁。臨時司法制度調査会第 回会議での報告）と言われているところである。10

もっとも―立法府や行政府などとの関係で―司法府の全体として独立性を確保する

限りでは、官僚制は独立性と必ずしも矛盾しない。しかし、個々の裁判官の独立性と

官僚制とは大なり小なり緊張関係にある。ことに任期制で任用して個々の裁判官に法

令審査権など強い権限を与えるわが国の裁判官制度を念頭に置くと、独立の重点は、

司法府の全体としてのそれではなく、個々の裁判、個々の裁判官のそれとして位置づ

けられることになる。この文脈での裁判官の独立性と官僚制は、にわかに調和し得な

いものがあると言わざるを得ない。人事制度のあり方に関して独立性を論ずる理由、
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手続保障としての「裁判を受ける権理」

笹田栄司著 『実効的基本権保障論』 318 頁 

3 公正手続請求権の基礎的内実 

憲法 32 条によって保障される公正手続請求権は、ドイツ憲法第 103 条の法的聴聞

権、及び公正手続請求権の双方を含むものと解される。 そして、「訴訟当事者の自

己の見解を表明する権理」、受け身ではない形で、「自己の権理または利益が不法に

侵害されているとみとめ」出訴に及ぶ場合、訴訟当事者が裁判手続の単なる客体にと

どまることなく裁判手続の過程そして結果に影響を行使しうることを「裁判を受ける権

理」は保障しなければならない。手続きの主体としての訴訟当事者は裁判所に対する

単なる情報の提供者にとどまることなく、手続過程に能動的にも影響を行使しうるもの

でなければならないのである。ここでは、ドイツにおける「法的聴聞権」に関する判例・

学説が参考になる。第一に訴訟当事者の見解表明権が中心的役割を担う。訴訟当事

者は主張そして立証についての十分な機会を持たねばならない。そしてそれが効果

的に行使されるためには、裁判手続の始まり、その主要な事実そしてその目下の状態

についての十分な情報が前提にされねばならない。即ち、裁判所は訴訟当事者に対

する情報提供義務を有するのである。最後に、訴訟当事者によって申し立てられたも

のが裁判官に顧慮されないならば見解表明権はその異議を失うのであるから、裁判所

の考慮義務が裁判を受ける権理の内実に含まれる。 

ここでは、手続きの主体としての訴訟当事者の位置づけを裁判を受ける権理が憲法

上保証しているという点について述べるにとどまるが、この観点から今後は現行の訴訟

手続法そして裁判官による手続形成を吟味する必要がある。即ち、裁判を受ける権理

が手続関係人に対し十分な見解表明の機会を保障するとすれば、「聴聞の機会を与

える裁判所の日常的実践に一般的な秩序づけの枠組みを設定することを第一に任務

とする」手続法は、訴訟当事者に対し、「その方針態度を決する負担を軽減し、救済を

準備し、あるいは権理行使の限界を指し示す」ものでなければならない。従って裁判

を受ける権理は、そのような訴訟手続法を制定する立法者に向けられると同時に、そ

の手続法に従い手続き形成を行う裁判官にも向けられねばならない。現在の状況で

は、裁判官による裁量をコントロールするものとしての裁判を受ける権理の意義はとり

わけ大きいと思われる。 

以上の公正手続請求権の内実に加え、その前提として「裁判所へのアクセス」も公正

手続き請求権の保障するところである。「訴訟費用救助」そして「裁判における言語(通
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訳)」といった問題も裁判を受ける権理にもとづく検討がなされる必要がある。 

4 公正手続請求権と裁判官に対する行為規範 

(1) 公正手続請求権は、裁判官による手続き形成に際し重要な意義を持つ。裁判官

は訴訟法の解釈・適用に際し公正手続請求権をさらに具体化しなければならず、従っ

て、「法規に従って手続きを実施する裁判所側に不当な選択ないし裁量権の行使が

あり、そのために当事者が不利益を受ける場合に公正な手続きを求める権理が問題

になる。」ここで出発点になるのは、連邦憲法裁判所による「裁判官による手続き形成

は、民事訴訟の当事者が手続きについて当然に期待して良いレベルのものでなけれ

ばならない」とするテーゼである。(BVerfGE78,126=NJW1988,S.2787)) 

それはさらに、「裁判官は矛盾した行為を行なってはならず、自己のあるいは自己に

帰せられうる瑕疵あるいは遅滞から手続上の不利益を導き出してはならず、そして具

体的状況下での手続関係人に対する配慮を一般に義務づけられている」という原則

に具体化されている。(BVerfGE78,126=NJW1988,S.2787)) 

第 1 節で述べたように手続きは、「相互運動構造」を有しており、訴訟当事者の行為

は他の訴訟当事者そして裁判官の行為に関係づけられるのだから、「民事訴訟の当

事者が手続きについて当然期待して良いレベル」が前提とされることが必要である。

公正手続請求権はそれを憲法的に確保するものである。もちろん「手続きについて当

然期待して良いレベル」とは具体性に乏しいといえるが、しかし、それは手続きの状況

はさまざまでありうるからその時々に検討するしかないともいえる。そういった中で、弁

護士によって代理されているか、従来の裁判手続の実践から逸脱していないか、訴訟

当事者を誤解させるような裁判官の行動が存在しているか等が、その場合の考慮す

べき要素として挙げられよう。 

(2) 次に以上述べたこととも関係する「裁判官の指摘義務」の憲法的意義についてす

こし具体的に検討を加える。 

この問題が憲法的に意味を持つのは「不意打ち判決の禁止」の文脈においてであろ

う。ここで不意打ち判決とは、「”裁判所がその決定に至るまで討論されなかった法的

観点をその決定の基礎とし、それでもって、それにより不利益を受ける手続関係人が

この時点までの手続きの経過によれば計算に入れる必要のない方向転換を法律上の

争いに与えている場合に”、存すると解されるが、この問題は公正手続請求権の基礎

的内実の内、「裁判所の情報提供義務」に関わる。 

(中略) 
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ここでは、「見解決明の機会が、裁判所の一定の態度を当事者が信頼したことによっ

て事実上無に帰しているような場合」について検射を加えたい。第一に、「裁判所が既

にある法的見解を開示していた場合に、当事者に告知することなくそれを判決で突然

に変更して新たな法律問題を取り上げる」場合、「原審判決の触れていない新たな法

律問題を上訴審裁判所が裁量で取り上げる場合」を挙げられ ・・・・・・ 
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